
ブ
リ
テ
ン
海
軍
に
お
け
る
強
制
徴
募
を
め
ぐ
る
政
治
文
化

七
五

は
じ
め
に

「
長
い
一
八
世
紀
」
を
通
し
て
戦
争
が
始
ま
る
度
に
、
ブ
リ
テ

ン
海
軍
は
人
員
徴
集
に
頭
を
悩
ま
せ
続
け
て
き
た
。
志
願
兵
だ

け
で
は
定
員
を
満
た
す
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
た
め
、
強
制
徴
募

（im
pressm

ent

）
が
用
い
ら
れ
た
。
強
制
徴
募
と
は
、
時
と
し
て

暴
力
を
使
い
本
人
の
意
思
に
反
し
て
人
員
を
海
軍
に
入
隊
さ
せ
る
人

員
徴
集
方
法
の
一
つ
で
あ
る）

（
（

。
近
年
、
強
制
徴
募
に
関
す
る
研
究
が

盛
ん
で
あ
る
。
従
来
、
海
軍
は
非
常
に
劣
悪
な
環
境
で
あ
り
、
五

割
か
ら
七
割
の
水
兵
）
（
（

が
強
制
徴
募
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が）

（
（

、

Ｎ
・
Ａ
・
Ｍ
・
ロ
ジ
ャ
ー
が
社
会
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
、
強
制

徴
募
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
ほ
ど
抑
圧
的
で
は
な
い
と
主
張
し

た
）
（
（

。
し
か
し
、
ダ
ニ
エ
ル
・
エ
ニ
ス
が
強
制
徴
募
の
表
象
を
、
ニ
コ

ラ
ス
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
が
強
制
徴
募
に
対
す
る
抵
抗
に
つ
い
て
、
デ
ン

バ
ー
・
ブ
ラ
ン
ズ
マ
ン
が
大
西
洋
史
の
観
点
か
ら
強
制
徴
募
を
考
察

し
、
そ
れ
ぞ
れ
強
制
徴
募
は
抑
圧
的
な
制
度
で
あ
り
数
多
く
の
抵

抗
を
引
き
起
こ
し
た
と
評
価
し
て
い
る）

（
（

。
一
方
、
Ｊ
・
ロ
ス
・
ダ

ン
シ
ー
は
本
格
的
な
数
量
分
析
を
行
い
、
ロ
ジ
ャ
ー
の
主
張
を
支

持
し
た
。
す
な
わ
ち
、
各
艦
に
保
管
さ
れ
る
水
兵
名
簿
を
用
い
約

二
七
〇
〇
〇
人
分
の
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
強
制
徴
募
さ
れ

た
の
は
全
体
の
水
兵
の
五
人
に
一
人
に
過
ぎ
ず
、
強
制
徴
募
は
よ
り

小
さ
な
害
悪
で
あ
る
と
結
論
付
け
、
従
来
の
説
の
修
正
を
試
み
た）

（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
強
制
徴
募
に
関
す
る
評
価
は
定
ま
っ
て
い
る
と
は
い

い
難
い
。

特
に
、
ダ
ン
シ
ー
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
大
規

ブ
リ
テ
ン
海
軍
に
お
け
る
強
制
徴
募
を
め
ぐ
る
政
治
文
化

　
　

 

フ
ラ
ン
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革
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戦
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七
六

模
な
数
量
分
析
を
行
っ
た
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
た

と
え
ダ
ン
シ
ー
の
主
張
し
た
よ
う
に
、
従
来
主
張
さ
れ
て
き
た
ほ
ど

に
強
制
徴
募
さ
れ
た
水
兵
の
数
が
多
く
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
強
制

徴
募
が
ブ
リ
テ
ン
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
も
過
小
評
価
さ

れ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
エ
ニ
ス
が
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
表
象
文
化

の
中
で
強
制
徴
募
は
重
要
な
主
題
で
あ
っ
た
し
、
ロ
ジ
ャ
ー
ス
が
指

摘
し
た
よ
う
に
強
制
徴
募
に
関
す
る
騒
擾
も
多
数
発
生
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
中
葉
か
ら
歴
史
学
で
採
用

さ
れ
は
じ
め
た
「
政
治
文
化
」（political culture

）
と
い
う
概
念

を
利
用
し
て
、
強
制
徴
募
が
港
湾
都
市
に
与
え
た
影
響
を
分
析
し

た
い
。
リ
ン
・
ハ
ン
ト
や
近
藤
和
彦
に
よ
る
と
、
政
治
文
化
と
は
、

人
々
が
共
有
す
る
政
治
的
言
動
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
集
合
的
な
意
図

や
行
動
を
表
現
し
定
め
る
価
値
と
期
待
と
暗
黙
の
ル
ー
ル
で
あ
る）

（
（

。

一
八
世
紀
に
お
け
る
人
民
の
政
治
文
化
を
考
察
し
た
ハ
リ
ー
・
デ
ィ

キ
ン
ソ
ン
が
、
民
衆
行
動
に
お
け
る
政
治
文
化
と
、
都
市
の
中
流
層

と
都
市
当
局
の
そ
れ
と
を
分
け
て
分
析
し
た）

（
（

よ
う
に
、
本
稿
に
お
い

て
も
、
第
一
章
で
民
衆
が
参
加
し
た
強
制
徴
募
騒
擾
の
動
機
、
結
果

と
地
方
当
局
の
対
応
を
検
討
し
、
第
二
章
で
主
要
な
海
港
都
市
で
あ

る
ブ
リ
ス
ト
ル
の
都
市
エ
リ
ー
ト
や
利
害
団
体
、
商
人
が
、
強
制
徴

募
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
経
路
を
用
い
て
中
央
と
交
渉
し
よ
う
と
し

た
か
、
そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
強
制
徴

募
を
め
ぐ
る
政
治
文
化
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
強
制
徴
募
の
問
題
が

海
港
都
市
に
根
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

だ
ろ
う
。

第
一
章
　
強
制
徴
募
騒
擾

一
八
世
紀
ブ
リ
テ
ン
で
は
、
民
衆
に
よ
る
社
会
的
抗
議
の
手
段
と

し
て
騒
擾
が
頻
発
し
た）

（
（

。
特
に
食
糧
暴
動
が
多
か
っ
た
が
、
強
制
徴

募
は
パ
ン
価
格
、
通
行
料
徴
収
所
と
通
行
料
、
消
費
税
と
い
っ
た
暴

動
の
原
因
と
な
る
不
平
不
満
の
一
つ
で
も
あ
っ
た）

（1
（

。
リ
ュ
ー
デ
と
ト

ム
ス
ン
に
よ
る
と
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
ブ
リ
テ
ン
の
暴
動
に
は
、

暴
動
が
発
生
す
る
「
き
っ
か
け
」
と
「
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
原

因
」
が
あ
り
、
暴
動
に
は
政
治
的
意
図
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
り
わ

け
、
ト
ム
ス
ン
は
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
（m

oral econom
y

）
論

を
用
い
て
食
糧
暴
動
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
民
衆
が
伝
統
的
な

権
利
や
慣
習
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
信
念
を
持
ち
、
か
つ
共
同
体
に

よ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
正
当
性
の
概
念
に

基
づ
い
て
、
不
当
な
食
糧
価
格
の
つ
り
上
げ
は
道
徳
に
反
す
る
と
い

う
理
由
で
行
動
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
と
。
ま
た
、
近
藤
は
モ
ラ

ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
を
提
示
す
る
前
に
、
互
酬
関
係
を
想
定
す
る
必

要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
互
酬
関
係
と
は
、
統
治
階
層
と
従
属
的
に

み
え
る
階
層
と
の
間
で
の
や
り
と
り
と
さ
れ
る）

（（
（

。



ブ
リ
テ
ン
海
軍
に
お
け
る
強
制
徴
募
を
め
ぐ
る
政
治
文
化

七
七

従
来
の
先
行
研
究
で
は
、
人
員
徴
集
に
関
す
る
騒
擾
に
つ
い
て
、

こ
の
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
を
用
い
て
説
明
し
な
い
。
マ
コ
ー
ド

と
ブ
リ
ュ
ス
タ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
東
部
に
お
け
る
水
夫
の
労
働

運
動
を
考
察
す
る
中
で
、
当
地
の
強
制
徴
募
騒
擾
に
も
着
目
し
て
い

る
。
彼
ら
は
、
騒
擾
の
原
因
と
し
て
海
軍
に
お
け
る
給
料
の
低
さ
を

挙
げ
て
い
る
一
方
、
政
治
的
な
活
動
と
の
つ
な
が
り
に
は
疑
問
を

呈
し
て
い
る）

（（
（

。
一
七
九
四
年
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
誘
拐
斡
旋
業

者
（crim

p

）
に
対
す
る
騒
擾
に
つ
い
て
分
析
し
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン

ソ
ン
は
、
民
兵
法
案
へ
の
反
発
と
強
制
的
な
徴
集
へ
の
反
感
が
結
び

つ
い
て
騒
擾
が
勃
発
し
た
も
の
の
、
誘
拐
斡
旋
業
者
の
家
屋
の
み
が

破
壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
騒
擾
は
抑
制
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る）

（（
（

。
ア
メ
リ
カ
植
民
地
に
お
け
る
強
制
徴
募
騒
擾
に
言
及
し

た
ラ
イ
ン
バ
ウ
と
レ
デ
ィ
カ
ー
は
、
水
夫
が
他
の
労
働
者
や
黒
人

と
協
力
し
て
自
由
を
求
め
て
戦
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る）

（（
（

。
ロ

ジ
ャ
ー
ス
は
、
強
制
徴
募
騒
擾
の
数
を
計
算
し
、
一
七
三
八
年
か
ら

一
八
〇
五
年
の
間
に
六
〇
二
件
発
生
し
た
と
し
た
。
さ
ら
に
強
制
徴

募
に
関
す
る
騒
擾
は
食
糧
暴
動
に
比
べ
て
非
常
に
暴
力
的
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。
先
行
研
究
は
、
強
制
徴
募
騒
擾
は
た
だ
単
に

強
制
徴
募
に
反
対
す
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
不
満
が
原
因
と

な
っ
て
発
生
し
た
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
強
制
徴
募
騒
擾
の
多
様
な
主
体
が
活
動
す

る
場
と
、
そ
の
外
の
統
治
階
層
と
の
相
互
作
用
を
考
慮
し
つ
つ
、
騒

擾
の
原
因
、
民
衆
の
動
機
と
当
局
の
対
応
を
検
討
す
る
。
具
体
的
に

は
、
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
騒
擾
を
、
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
を

用
い
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
強
制
徴
募
に
関
す
る
民
衆
の
政
治
文
化

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
―
一
．
一
七
九
三
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

北
東
部
に
お
け
る
強
制
徴
募
騒
擾

本
節
で
は
、
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
を
中
心
と
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北

東
部
に
お
け
る
強
制
徴
募
騒
擾
を
分
析
す
る
。
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
か

ら
海
岸
に
至
る
タ
イ
ン
川
流
域
で
あ
る
タ
イ
ン
サ
イ
ド
は
、
一
四
世

紀
か
ら
石
炭
を
産
出
し
て
お
り
、
安
価
な
海
上
輸
送
で
ロ
ン
ド
ン

に
石
炭
を
供
給
し
て
い
た
。
石
炭
の
沿
岸
輸
送
に
使
わ
れ
て
い
た

石
炭
船
（collier

）
は
、
タ
イ
ン
川
を
上
る
に
は
大
き
す
ぎ
る
た
め

タ
イ
ン
川
河
口
で
停
泊
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
タ
イ
ン
川
の
土
手

に
あ
る
石
炭
貯
蔵
地
か
ら
石
炭
船
へ
石
炭
を
運
ぶ
た
め
に
、
キ
ー

ル
（keel

）
と
呼
ば
れ
る
楕
円
形
で
長
さ
約
四
〇
フ
ィ
ー
ト
の
船

が
使
わ
れ
た）

（（
（

。
キ
ー
ル
を
動
か
す
キ
ー
ル
メ
ン
（keelm

en

）
は
、

一
七
八
〇
年
代
中
頃
に
は
約
四
五
〇
〇
人
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
沿
岸
交
易
で
水
夫
が
多
く
い
る
た
め
に
、
北
東
部

の
諸
港
は
、
強
制
徴
募
の
中
心
地
で
あ
っ
た）

（（
（

。
こ
の
市
に
お
い
て
は

広
く
市
長
、
参
事
会
員
、
シ
ェ
リ
フ
、
市
議
会
議
員
が
権
力
を
握
っ

て
い
る
。
市
長
は
民
兵
を
監
督
し
て
お
り
、
物
価
上
昇
や
強
制
徴
募



史
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隊
の
活
動
に
伴
う
社
会
不
安
の
際
に
は
軍
隊
を
呼
ん
で
暴
徒
に
発
砲

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た）

（（
（

。

ま
ず
、
タ
イ
ン
サ
イ
ド
で
の
騒
擾
が
起
こ
っ
た
背
景
を
明
確
に

し
た
い
。
こ
の
北
東
部
諸
港
の
水
夫
は
、
石
炭
交
易
の
た
め
の
沿

岸
航
行
の
お
か
げ
で
、
遠
洋
航
行
に
携
わ
る
水
夫
よ
り
も
緊
密
に

連
絡
を
取
り
合
い
結
集
す
る
機
会
が
多
い
こ
と
か
ら
、
水
夫
に
よ
る

効
果
的
な
組
織
化
が
容
易
で
あ
っ
た）

（1
（

。
特
に
キ
ー
ル
メ
ン
は
、
自
分

達
の
経
済
的
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
一
八
世
紀
を
通
し
て
ス
ト
ラ

イ
キ
を
打
っ
て
き
た）

（（
（

。
ま
た
、
ブ
リ
テ
ン
と
革
命
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦

争
が
始
ま
る
直
前
ま
で
、
石
炭
船
水
夫
に
よ
る
賃
上
げ
闘
争
が
行
わ

れ
て
お
り
、
水
夫
の
指
導
者
に
よ
る
統
制
の
取
れ
た
運
動
の
結
果
、

一
七
九
二
年
一
一
月
に
は
水
夫
の
要
求
の
一
部
を
勝
ち
取
っ
た）

（（
（

。
こ

の
よ
う
な
水
夫
に
よ
る
集
団
行
動
の
伝
統
が
継
続
さ
れ
た
結
果
、

一
八
二
四
年
に
水
夫
の
労
組
と
し
て
実
質
的
に
初
の
常
設
組
織
で
あ

るSeam
enʼs Loyal Standard O

rganization

が
設
立
さ
れ
た
の

で
あ
る）

（（
（

。

次
に
、
強
制
徴
募
に
抵
抗
す
る
騒
擾
の
動
機
を
考
察
す
る
。
水
夫

や
キ
ー
ル
メ
ン
に
よ
る
組
織
的
抵
抗
が
見
ら
れ
た
タ
イ
ン
サ
イ
ド
に

お
い
て
、
一
七
九
二
年
一
二
月
一
二
日
に
ピ
ー
タ
ー
・
ロ
ー
ズ
海

佐
（Captain Peter Rothe

）
が
海
軍
省
か
ら
強
制
徴
募
部
を
展
開

す
る
よ
う
に
命
令
さ
れ
た
。
当
地
の
水
夫
は
、
海
軍
に
お
け
る
給
料

の
低
さ
）
（（
（

に
不
満
を
抱
い
て
お
り
、
こ
れ
が
強
制
徴
募
へ
の
反
発
に
も

つ
な
が
っ
た
。
一
七
九
三
年
一
月
三
〇
日
の
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
市
長

か
ら
の
手
紙
に
よ
る
と
、
約
一
〇
〇
人
の
水
夫
が
集
ま
っ
て
以
下
の

こ
と
を
相
談
し
決
議
し
た
。
海
軍
の
給
料
で
は
水
夫
の
家
族
を
養
え

な
い
た
め
、
強
制
徴
募
の
廃
止
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
、
い
か
な

る
強
制
徴
募
の
試
み
に
も
抵
抗
す
る
こ
と
と
、
海
軍
の
給
料
が
水
夫

の
家
族
の
生
活
費
に
不
足
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
件
に
つ
い
て
国
王

陛
下
に
請
願
を
送
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

決
議
案
は
ロ
ー
ズ
海
佐
を
通
し
て
海
軍
省
へ
送
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
水
夫
が
直
接
の
交
渉
役
と
し
て
徴
募
海
佐
を

頼
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
水
夫
の
行
動
へ
の
対
抗
策
と
し

て
、
国
に
よ
る
奨
励
金
（boun

）
（（
（ty

）
に
加
え
て
都
市
自
治
体
が
独

自
の
奨
励
金
を
一
等
水
兵
に
二
ギ
ニ
ー
、
二
等
水
兵
に
一
ギ
ニ
ー
出

し
た）

（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
地
方
当
局
に
よ
る
対
策
は
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
。

二
月
二
日
に
は
ホ
イ
ッ
グ
系
の
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
紙

に
王
国
中
の
全
て
の
水
夫
が
彼
ら
に
参
加
す
る
よ
う
に
促
す
公
告
を

掲
載
し
、
ト
ー
リ
系
の
モ
ー
ニ
ン
グ
ポ
ス
ト
紙
は
北
東
部
の
水
夫
の

こ
の
動
き
に
対
し
、
海
軍
の
存
在
を
脅
か
す
よ
う
な
「
非
常
に
驚

く
べ
き
連
帯
」（very alarm

ing com
bination

）
に
政
府
が
な
ん

ら
か
の
対
策
を
取
る
こ
と
を
希
望
し
た）

（（
（

。
水
夫
の
決
議
文
を
載
せ
た

ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
紙
の
編
集
者
を
罰
す
る
べ
き
と
い

う
意
見
も
あ
っ
た）

（（
（

。
同
紙
の
編
集
者
が
水
夫
に
同
情
的
だ
っ
た
こ
と
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が
わ
か
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
戦
争
が
始
ま
る
前
か
ら
、
タ
イ
ン
サ
イ

ド
の
水
夫
や
キ
ー
ル
メ
ン
は
集
団
的
な
活
動
を
行
っ
て
き
た
が
、
全

国
の
水
夫
に
連
帯
を
呼
び
か
け
る
と
い
う
よ
り
先
鋭
的
な
行
動
に
で

た
。二

月
四
日
の
市
長
か
ら
の
手
紙
で
は
、
先
日
の
奨
励
金
政
策
は
期

待
し
た
結
果
が
出
て
お
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
の
水
夫
が
シ
ー
ル

ズ
と
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
の
水
夫
と
団
結
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら

れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。
加
え
て
、
都
市
自
治
体
だ
け
で
な
く
ト

リ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ウ
ス）

（（
（

も
一
等
水
兵
に
一
ギ
ニ
ー
、
二
等
水
夫
に
半
ギ

ニ
ー
の
奨
励
金
を
出
す
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド

の
強
制
徴
募
隊
本
部
に
投
げ
込
ま
れ
た
脅
迫
文
も
同
封
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
に
よ
る
と
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
の
水
夫
は
強
制
徴
募
隊
を
壊

滅
さ
せ
る
計
画
を
立
て
て
お
り
、
早
く
強
制
徴
募
隊
が
出
て
い
く
ほ

ど
良
い
と
警
告
し
た
。
さ
ら
に
、
水
夫
の
間
で
回
覧
さ
れ
て
い
る

「
友
よ
、
仲
間
の
水
夫
達
よ
」
と
題
さ
れ
た
二
月
二
日
付
の
印
刷
文

も
同
封
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
読
む
と
、
奨
励
金
の
増
額
だ
け
で
は

問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

奨
励
金
の
額
が
初
め
に
い
く
ら
多
い
よ
う
に
み
え
て
も
、
そ
れ

は
長
く
続
か
な
い
。
ま
た
、
服
や
そ
の
他
の
必
需
品
に
奨
励
金

を
使
っ
た
ら
、
我
々
は
以
前
と
同
じ
給
料
で
生
活
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。（
中
略
）
我
々
は
我
が
国
の
敵
と
相
対
す
る
意
向

を
常
に
示
し
て
い
る
の
で
、
我
々
の
現
在
の
異
議
が
臆
病
か
ら

で
は
な
く
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
貧
苦
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ

る
。（
中
略
）
我
々
は
人
と
し
て
、
ブ
リ
テ
ン
人
と
し
て
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ぞ
っ
と
す
る
権
力
の
濫
用

を
も
は
や
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
か
月
に
二
二
シ
リ

ン
グ
だ
と
す
る
と
、
な
ん
と
一
週
間
で
は
た
っ
た
五
シ
リ
ン
グ

だ
！
独
り
身
の
男
が
生
活
す
る
の
で
さ
え
少
な
す
ぎ
る
。
し
か

し
、
我
々
の
多
く
は
妻
や
家
族
を
持
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
生
存

は
我
々
の
生
活
と
成
功
に
か
か
っ
て
い
る
。（
中
略
）
我
々
が

他
の
同
輩
と
同
じ
、
濫
用
さ
れ
た
権
力
か
ら
守
ら
れ
る
権
利
を

求
め
る
だ
け
の
際
に
、
我
々
は
王
国
の
す
べ
て
の
立
派
で
有
徳

な
人
に
助
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
疑
わ
な
い）

（1
（

。

こ
の
よ
う
に
、
水
夫
ら
は
、
出
征
し
て
い
る
間
に
家
族
が
貧
困
に
苦

し
ま
な
い
た
め
に
海
軍
の
給
料
を
増
額
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
た
。
ま

た
、
給
料
が
少
な
い
ま
ま
で
の
海
軍
へ
の
人
員
徴
集
に
対
し
、
権
力

の
濫
用
を
支
持
で
き
な
い
と
主
張
し
て
お
り
、
か
つ
、
家
族
を
養
え

る
だ
け
の
給
料
は
保
証
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
伝
統
的
な
権
利
を
守
っ

て
い
る
と
い
う
信
念
を
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
月
一
六
日
付
の
市
長
か
ら
の
手
紙
で
は
、
シ
ー
ル
ズ
に
お
い

て
レ
ー
ス
ホ
ー
ス
号
艦
長
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
レ
ッ
キ
ー
に
よ
る
強
制

徴
募
が
成
功
し
た
一
方
、
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
で
は
、
水
夫
が
い
ま



史
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だ
に
強
制
徴
募
隊
に
抵
抗
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る）

（（
（

。
奨
励
金
の
増
額
以
外
の
有
効
な
手
が
打
た
れ
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
二
月
一
八
日
と
一
九
日
に
つ
い
に
当
地
で
暴
動
が
発
生
し

た
。
サ
ウ
ス
シ
ー
ル
ズ
の
行
政
官
か
ら
の
手
紙
に
よ
る
と
、
一
八
日

に
は
サ
ウ
ス
シ
ー
ル
ズ
で
、
暴
徒
が
「
自
由
よ
永
遠
に
」（Liberty 

for ever

）
と
大
き
な
文
字
で
書
い
た
も
の
を
付
け
た
棒
を
立
て
た
。

ノ
ー
ス
シ
ー
ル
ズ
で
は
、
水
夫
が
上
着
を
裏
返
し
に
着
て
強
制
徴
募

隊
を
追
い
や
っ
た
。
た
だ
し
行
政
官
に
よ
る
と
、
労
働
者
は
何
を
得

ら
れ
る
か
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、「
よ
り
高
い
地
位
の
人
々
」（People 

in higher ranks

）
に
よ
っ
て
そ
そ
の
か
さ
れ
て
い
る
と
の
見
方
も

あ
っ
た）

（（
（

。
全
国
紙
タ
イ
ム
ズ
で
も
こ
の
出
来
事
は
報
じ
ら
れ
て
お

り
、
水
夫
は
上
着
を
裏
返
し
に
着
る
と
い
う
侮
辱
行
為
を
行
っ
た
あ

と
、
三
度
歓
声
を
挙
げ
、
強
制
徴
募
隊
が
シ
ー
ル
ズ
に
入
ろ
う
も
の

な
ら
体
を
引
き
裂
く
こ
と
を
誓
っ
た）

（（
（

。
群
衆
が
儀
礼
を
用
い
て
暴
動

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
日
の
朝
に
は
、
触
れ
役
が
、
全
て

の
水
夫
は
九
時
に
集
ま
る
よ
う
に
、
集
ま
ら
な
け
れ
ば
罰
す
る
と
知

ら
せ
て
ま
わ
り
、
依
然
と
し
て
水
夫
は
連
帯
を
示
し
て
い
た
。
水
夫

ば
か
り
で
な
く
船
大
工
、
指
物
師
、
靴
製
造
人
も
暴
動
に
参
加
し

た
。
行
政
官
は
石
炭
船
が
出
港
し
、
そ
の
お
か
げ
で
水
夫
が
減
っ
た

こ
と
を
幸
運
だ
と
評
し
て
お
り
、
い
か
に
水
夫
が
集
ま
っ
て
騒
擾
を

引
き
起
こ
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る）

（（
（

。

こ
の
騒
擾
は
、
政
治
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
と
い

う
の
も
サ
ウ
ス
シ
ー
ル
ズ
の
行
政
官
は
、
群
衆
が
頻
繁
に
「
国
王
は

い
ら
な
い
、
ト
ム
・
ペ
イ
ン
よ
永
遠
に
」（N

o K
ing, Tom

 Paine 
for ever

）
と
叫
ぶ
の
を
聞
い
た
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
ダ
ラ
ム
市
選
出
で

ホ
イ
ッ
グ
の
下
院
議
員
ラ
ム
ト
ン
（W

illiam
 H

enry Lam
bton, 

（（（（-（（（（

）
が
受
け
取
っ
た
手
紙
の
抜
粋
を
送
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
に
よ
る
と
シ
ー
ル
ズ
、
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
、
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
の

水
夫
は
政
府
が
妻
や
家
族
に
手
当
を
与
え
て
く
れ
る
な
ら
ば
海
軍
に

入
る
準
備
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た）

（（
（

。
実
際
に
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
と

シ
ー
ル
ズ
の
水
夫
に
よ
る
給
料
増
額
を
求
め
る
請
願
は
二
月
二
五
日

に
下
院
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
水
兵
の
給
料
は
公
共
業
務
に

関
す
る
資
金
の
問
題
だ
が
、
こ
の
請
願
は
国
王
か
ら
の
推
薦
が
な
い

と
い
う
技
術
的
な
理
由
で
却
下
さ
れ
た）

（（
（

。

三
月
一
一
日
に
は
、
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
市
長
と
五
人
の
参
事
会
員

か
ら
竜
騎
兵
隊
を
呼
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
手
紙
が
送
付
さ
れ
た
。
強

制
徴
募
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
イ
ニ
ス
キ
リ
ン
グ
竜
騎
兵
隊
を

派
遣
す
る
の
は
と
て
も
適
切
で
あ
り
、
竜
騎
兵
隊
が
駐
屯
す
る
こ
と

で
、
水
夫
は
強
制
徴
募
へ
の
抵
抗
を
思
い
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
と
述
べ

て
い
る）

（（
（

。
一
八
日
に
は
、
シ
ー
ル
ズ
の
水
夫
が
約
五
〇
〇
人
集
ま

り
、
刀
や
拳
銃
で
武
装
し
、
艀
船
を
襲
い
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
仲
間

を
救
お
う
と
し
た
が
、
当
地
の
役
人
の
努
力
で
、
失
敗
し
た
。
翌

日
、
水
夫
は
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
へ
向
か
お
う
と
計
画
し
た
が
、
強
力

な
軍
隊
が
待
ち
構
え
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
強
制
徴
募
隊
員
の
一
人
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を
乱
暴
に
扱
っ
た
の
ち
に
解
散
し
た
。
彼
ら
は
艀
船
に
囚
わ
れ
て
い

る
仲
間
が
苛
酷
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
暴
動
を
起
こ
し

た
）
（（
（

。
二
八
日
に
は
、
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
市
長
と
八
人
の
行
政
官
か
ら

手
紙
が
送
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
当
地
の
平
安
と
秩
序
を
守
る

た
め
に
、
文
民
行
政
の
す
ぐ
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
二
、三
の
騎
馬
隊

の
配
備
を
求
め
る
手
紙
で
、
具
体
的
に
は
「
水
夫
の
現
在
の
騒
然
と

し
た
傾
向
と
騒
乱
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
精
神
は
、
最
近
は
炭
鉱
夫

や
他
の
労
働
者
に
表
れ
て
い
る
た
め
」、
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
か
そ
の

近
隣
に
兵
舎
（barracks

）
を
建
て
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た）

（1
（

。

タ
イ
ン
サ
イ
ド
で
の
騒
擾
で
は
、
水
夫
だ
け
で
な
く
他
の
労
働
者

も
連
帯
し
、
自
律
的
に
強
制
徴
募
に
抵
抗
し
、
海
軍
の
給
料
増
を
求

め
る
請
願
を
徴
募
海
佐
を
通
し
て
下
院
に
送
っ
た
。
騒
擾
の
多
様
な

主
体
に
対
し
て
、
地
方
当
局
は
独
自
の
奨
励
金
を
出
す
と
い
う
一
時

的
な
対
策
を
取
っ
た
一
方
で
、
海
軍
省
と
下
院
は
根
本
的
な
解
決
に

取
り
組
ま
ず
、
結
局
地
方
当
局
も
軍
隊
を
呼
ぶ
こ
と
で
騒
擾
を
治
め

よ
う
と
し
た
。
こ
の
騒
擾
は
水
夫
の
強
制
徴
募
が
「
き
っ
か
け
」
と

な
っ
て
発
生
し
た
が
、「
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
原
因
」
は
家
族
を

養
え
な
い
ほ
ど
の
海
軍
の
給
料
の
低
さ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
自

由
よ
永
遠
に
」
と
い
う
横
断
幕
を
用
い
た
り
、「
国
王
は
い
ら
な
い
、

ト
ム
・
ペ
イ
ン
よ
永
遠
に
」
と
群
衆
が
叫
ん
だ
り
す
る
な
ど
、
政
治

的
な
性
質
を
も
帯
び
た
騒
擾
だ
っ
た
。
ロ
ジ
ャ
ー
ス
は
強
制
徴
募
騒

擾
の
暴
力
性
を
強
調
す
る
が
、
こ
の
騒
擾
で
は
、
確
か
に
暴
力
は
用

い
ら
れ
た
も
の
の
、
水
夫
が
何
度
も
集
会
を
開
く
な
ど
団
結
し
て
行

動
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
徴
募
海
佐
を
通
し
て
議
会
に
請
願
を

送
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
統
制
の
取
れ
た
騒
擾
だ
っ
た
と
い
え

る
。
し
か
し
、
騒
擾
の
成
果
と
し
て
、
強
制
徴
募
を
一
部
妨
害
す
る

と
い
う
短
期
的
な
目
的
は
達
成
し
た
も
の
の
、
海
軍
の
給
料
を
上
げ

る
と
い
う
長
期
的
な
目
標
は
達
成
さ
れ
ず
、
一
七
九
七
年
の
水
兵
反

乱
）
（（
（

ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
家
族
を
養
え
る
だ

け
の
給
料
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
と
い
う
伝
統
的
な
価
値
観
を
防
衛
す

る
と
い
う
信
念
に
加
え
て
、
水
夫
以
外
の
労
働
者
も
連
帯
し
て
い
る

こ
と
や
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
紙
の
編
集
者
が
水
夫
の
決

議
文
を
載
せ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
事
者
で
あ
る
水
夫
の
周
り
の
民

衆
も
水
夫
の
活
動
を
支
持
し
、
ま
す
ま
す
運
動
の
広
が
り
を
見
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

一
―
二
．
一
八
〇
三
年
一
二
月
の
チ
ェ
ス
タ
に
お
け
る
強
制
徴
募
騒

擾
本
節
で
は
、
チ
ェ
ス
タ
に
お
け
る
事
例
を
検
討
す
る
。
チ
ェ
ス

タ
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
伝
統
的

な
産
業
か
ら
新
た
な
産
業
へ
転
換
す
る
時
期
で
あ
り
、
小
売
業
が

盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
八
〇
一
年
の
国
勢
調
査
で
、
人
口
は
約

一
五
〇
〇
〇
人
だ
っ
た
。
都
市
行
政
は
市
長
、
レ
コ
ー
ダ
ー
、
シ
ェ

リ
フ
と
、
二
四
人
の
市
参
事
会
員
と
四
〇
人
の
市
会
員
か
ら
な
る
市
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議
会
で
構
成
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。
ま
た
、
チ
ェ
ス
タ
で
は
、
強
制
徴
募
に

対
し
不
満
が
大
き
か
っ
た
。
一
八
〇
三
年
一
二
月
に
、
チ
ェ
ス
タ
の

行
政
官
は
、
扉
を
破
壊
し
て
開
け
た
り
、
海
の
仕
事
と
は
全
く
関
係

の
な
い
職
人
、
自
由
人
、
徒
弟
、
そ
の
他
の
住
民
を
強
制
徴
募
し
た

り
す
る
な
ど
、
強
制
徴
募
隊
が
非
常
に
不
適
切
に
振
る
舞
っ
て
き
た

と
記
録
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
英
本
土
侵

略
に
対
す
る
脅
威
が
高
ま
っ
て
い
た
時
期
に
お
い
て
、
チ
ェ
ス
タ
の

強
制
徴
募
隊
は
手
当
り
次
第
に
人
員
を
集
め
よ
う
と
試
み
、
結
果
と

し
て
チ
ェ
ス
タ
に
お
け
る
強
制
徴
募
隊
の
評
判
は
悪
か
っ
た
の
で 

あ
る
。

チ
ェ
ス
タ
の
強
制
徴
募
隊
は
、
義
勇
軍
に
所
属
し
て
い
て
も
、
海

に
出
た
経
験
の
あ
る
人
物
は
強
制
徴
募
す
る
よ
う
に
と
い
う
海
軍
省

か
ら
の
命
令
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
命
令
の
結
果
、
一
八
〇
三
年

一
二
月
二
七
日
の
夜
に
チ
ェ
ス
タ
義
勇
軍
（Chester Voluntee

）
（（
（r

）

の
一
兵
卒
で
、
何
年
か
の
海
上
経
験
の
あ
る
ダ
ニ
エ
ル
・
ジ
ャ
ク

ソ
ン
（D

aniel Jackson

）
が
強
制
徴
募
さ
れ
、
ノ
ー
ス
ゲ
ー
ト
留

置
場
に
監
禁
さ
れ
た
。
翌
日
の
夜
七
時
か
ら
八
時
に
か
け
て
、
義

勇
軍
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
を
救
出
し
に
行
く
こ
と
に
決
め
、
街
の
人
々

（Tow
ns People

）
と
と
も
に
チ
ェ
ス
タ
の
強
制
徴
募
隊
本
部
ま
で

行
進
し
た
。
そ
こ
で
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
返
還
を
要
求
し
、
本
部
の
窓

を
破
壊
し
、
軍
旗
を
ず
た
ず
た
に
引
き
裂
い
た
。
そ
の
後
、
義
勇
軍

と
街
の
人
々
は
留
置
場
へ
向
か
い
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
を
返
さ
な
い
と
暴

力
に
訴
え
る
と
警
告
し
た
。
す
る
と
義
勇
軍
の
指
揮
官
が
や
っ
て
き

て
、
留
置
場
を
攻
撃
す
る
も
の
は
殺
す
ぞ
と
警
告
し
た
も
の
の
、
義

勇
軍
に
返
り
討
ち
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
義
勇
軍
と
人
々
は
、
留
置
場

の
窓
と
ド
ア
を
破
壊
し
て
ジ
ャ
ク
ソ
ン
を
救
出
し
、
彼
を
肩
に
担
い

で
歓
呼
と
勝
利
の
叫
び
の
な
か
市
内
を
巡
っ
た
。
強
制
徴
募
隊
は
撤

退
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
チ
ェ
ス
タ
の
市
長
と
行
政
官
は
、
強
制

徴
募
隊
を
指
揮
す
る
士
官
に
軍
隊
が
到
着
す
る
ま
で
強
制
徴
募
隊
を

市
内
か
ら
出
す
よ
う
に
、
そ
し
て
状
況
が
落
ち
着
く
ま
で
活
動
を
控

え
る
よ
う
に
と
通
知
を
送
っ
た
。
行
政
官
か
ら
の
要
請
で
、
リ
ヴ
ァ

プ
ー
ル
か
ら
シ
ュ
ロ
ッ
プ
シ
ャ
ー
の
民
兵
隊
の
四
個
中
隊
が
到
着

し
、
よ
う
や
く
暴
動
が
治
ま
っ
た
。
暴
動
の
報
告
者
が
義
勇
軍
の
数

人
に
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
自
分
た
ち
が
し
た
こ
と
に
つ
い
て
非
常

に
申
し
訳
な
い
と
述
べ
た
。
こ
の
事
件
の
顛
末
は
内
務
省
へ
知
ら
さ

れ
、
内
務
大
臣
ヨ
ー
ク
（Charles Philip Yorke, （（（（-（（（（

）
は
、

平
和
を
維
持
す
べ
き
義
勇
軍
が
こ
の
よ
う
な
常
軌
を
逸
し
た
行
為
に

加
担
し
た
こ
と
を
ひ
ど
く
残
念
に
感
じ
、
法
的
な
手
続
き
が
で
き
る

よ
う
に
首
謀
者
の
情
報
を
要
求
し
た）

（（
（

の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を

指
導
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
ベ
ッ
ト
（W

illiam
 Cobbett, （（（（-

（（（（
）
は
、
義
勇
軍
の
改
善
を
求
め
義
勇
軍
の
制
度
に
危
険
が
あ
る

こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
の
記
事
の
中
で
、
法
と
治
安
に
対
す
る
あ
か

ら
さ
ま
で
大
胆
な
抵
抗
の
例
と
し
て
こ
の
暴
動
を
取
り
上
げ
て
い
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る
。
コ
ベ
ッ
ト
は
暴
動
を
起
こ
し
た
義
勇
軍
に
対
し
、
敵
を
追
い
払

う
こ
と
の
で
き
る
軍
隊
な
の
か
、
下
院
か
ら
感
謝
を
送
ら
れ
う
る
英

雄
な
の
か
と
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
暴
動
を
起
こ
し
た
チ
ェ
ス

タ
義
勇
軍
に
対
し
、
い
ま
だ
に
何
の
処
分
も
下
さ
れ
て
い
な
い
と
糾

弾
し
た
。
そ
し
て
、
コ
ベ
ッ
ト
は
こ
の
チ
ェ
ス
タ
の
報
せ
が
港
湾
都

市
に
届
き
、
義
勇
軍
が
水
夫
の
避
難
所
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
不
安

を
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

チ
ェ
ス
タ
に
お
け
る
暴
動
の
参
加
者
は
、
義
勇
軍
と
街
の
人
々
で

あ
っ
た
。
こ
の
暴
動
の
「
き
っ
か
け
」
は
、
義
勇
軍
の
兵
士
が
強
制

徴
募
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
の
事
例
と
異
な
り
、
明

白
な
政
治
的
意
図
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
チ
ェ
ス
タ
で
の
乱

暴
な
強
制
徴
募
に
対
す
る
不
満
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
留
意
す
る

と
、
そ
の
不
満
こ
そ
が
「
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
原
因
」
と
も
解
釈

で
き
る
。
こ
の
暴
動
の
結
果
と
し
て
、
短
期
的
に
は
同
僚
の
救
出
に

成
功
し
、
長
期
的
に
は
チ
ェ
ス
タ
で
の
強
制
徴
募
の
実
行
を
困
難
に

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
地
方
当
局
は
こ
の
暴
動

に
対
し
、
有
効
な
策
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
強
制
徴
募
隊
を
市
外

に
退
避
さ
せ
る
こ
と
と
軍
隊
の
支
援
を
要
請
す
る
こ
と
し
か
で
き
な

か
っ
た
。
ま
た
、
確
か
に
上
官
に
暴
力
を
ふ
る
っ
た
り
、
強
制
徴
募

隊
本
部
を
破
壊
し
た
り
す
る
な
ど
暴
力
的
な
一
面
も
見
ら
れ
た
も
の

の
、
破
壊
し
た
の
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
拘
留
さ
れ
て
い
た
留
置
場
と
強

制
徴
募
隊
本
部
だ
け
で
あ
り
、
か
つ
自
分
た
ち
の
行
為
に
対
し
て
申

し
訳
な
い
と
感
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
抑
制
さ
れ
て
い
た

と
評
価
で
き
る
。
義
勇
軍
だ
け
で
な
く
街
の
住
民
が
加
わ
り
、
内
務

大
臣
が
求
め
た
暴
動
に
対
す
る
処
分
も
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
義
勇
軍
の
行
動
は
、
周
囲
の
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
家
父
長

的
な
庇
護
を
も
受
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

本
章
で
は
、
強
制
徴
募
に
関
す
る
騒
擾
を
通
し
て
民
衆
の
政
治
文

化
を
分
析
し
て
き
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
東
部
と
チ
ェ
ス
タ
の
事
例

に
お
け
る
類
似
点
と
相
違
点
を
挙
げ
て
、
最
後
に
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
論
と
強
制
徴
募
騒
擾
を
関
連
付
け
た
い
。
ま
ず
、
類
似
点
に
つ

い
て
は
、
ど
ち
ら
も
騒
擾
の
参
加
者
は
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
当
事
者

だ
け
で
な
く
他
の
賃
金
労
働
者
や
住
民
が
加
わ
っ
て
い
る
。
次
に
、

ロ
ジ
ャ
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
な
暴
力
的
な
一
面
も
あ
っ
た
が
、
騒

擾
を
起
こ
し
た
民
衆
は
強
制
徴
募
に
関
す
る
建
物
や
人
物
の
み
を

狙
っ
た
こ
と
か
ら
、
規
律
の
あ
る
騒
擾
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
し

て
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
共
同
体
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
相
違
点
は
、
政
治
的
活
動
と
の
関
連
が
あ
る

か
、
継
続
的
に
連
帯
し
て
抵
抗
し
た
か
、
伝
統
的
な
価
値
観
を
守
る

と
い
う
信
念
が
明
白
に
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
タ
イ
ン
サ
イ

ド
で
は
、
水
夫
は
集
団
的
に
活
動
す
る
伝
統
が
あ
っ
た
が
、
チ
ェ
ス

タ
で
は
そ
の
よ
う
な
伝
統
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
タ
イ
ン
サ
イ
ド
で

は
、
石
炭
船
水
夫
の
賃
上
げ
闘
争
と
連
続
し
た
た
め
海
軍
に
お
け
る
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賃
上
げ
と
い
う
明
確
な
目
標
が
あ
っ
た
一
方
、
チ
ェ
ス
タ
で
は
強
制

徴
募
隊
へ
の
不
満
が
あ
っ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
タ
イ
ン
サ
イ
ド
で

は
、
徴
募
海
佐
を
介
し
て
、
水
夫
と
他
の
労
働
者
と
、
地
方
当
局
と

中
央
と
の
複
雑
な
互
酬
関
係
が
あ
り
、
チ
ェ
ス
タ
で
は
、
義
勇
軍
と

住
民
と
、
地
方
当
局
と
の
間
で
互
酬
関
係
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
え

で
、
伝
統
的
な
価
値
観
を
守
る
と
い
う
信
念
と
、
当
事
者
を
取
り
囲

む
広
範
な
支
持
に
基
づ
い
て
い
た
。
民
衆
は
、
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
強
制
徴
募
騒
擾
を
引
き
起
こ
し
た
の
で

あ
る
。第

二
章
　
ブ
リ
ス
ト
ル
に
お
け
る
強
制
徴
募

第
一
章
で
は
、
タ
イ
ン
サ
イ
ド
と
チ
ェ
ス
タ
に
お
け
る
事
例
を
検 

討
し
た
が
、
本
章
で
は
ブ
リ
ス
ト
ル
の
事
例
を
分
析
す
る
。
ブ
リ

ス
ト
ル
に
お
け
る
強
制
徴
募
に
つ
い
て
は
、
近
年
史
料
集
が
出
版

さ
れ
る
な
ど
、
他
都
市
と
比
較
し
て
多
種
の
史
料
が
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
市
政
、
産
業
、
教
区
教
会
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
追
求

で
き
る
。
加
え
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
西
部
地
域
の
主
要
都
市
で
も
あ

る
た
め
、
ブ
リ
ス
ト
ル
都
市
史
を
研
究
す
る
上
で
も
、
強
制
徴
募
の

問
題
を
考
え
る
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ブ
リ
ス
ト
ル
は
奴
隷
貿
易
、

砂
糖
、
タ
バ
コ
な
ど
の
大
西
洋
交
易
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

一
八
世
紀
末
に
は
ブ
リ
ス
ト
ル
の
地
位
が
減
退
し
て
き
た
。
対
米
貿

易
は
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
以
降
回
復
せ
ず
、
西
イ
ン
ド
貿
易
は
リ

ヴ
ァ
プ
ー
ル
に
抜
か
れ
た
挙
句
、
港
の
近
代
化
が
遅
れ
た
か
ら
で
あ 

る
）
（（
（

。
人
口
は
、
一
八
〇
一
年
の
国
勢
調
査
で
は
約
六
四
〇
〇
〇
人

だ
っ
た）

（（
（

。
ブ
リ
ス
ト
ル
都
市
自
治
体
は
市
長
、
参
事
会
員
一
二

名
、
シ
ェ
リ
フ
二
名
、
市
会
員
二
八
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
有

力
利
害
団
体
で
あ
る
「
貿
易
商
人
協
会
」（Society of M

erchant 
Venturers

、
以
下
Ｓ
Ｍ
Ｖ
）
は
志
願
兵
を
集
め
る
た
め
の
奨
励
金

を
支
出
す
る
な
ど
海
軍
の
人
員
徴
集
に
協
力
的
な
側
面
も
あ
る
一

方
、
強
制
徴
募
の
濫
用
へ
の
抗
議
も
行
っ
た
。
ま
た
、
Ｓ
Ｍ
Ｖ
は
水

先
案
内
人
を
統
制
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
戦
争
時
に
は
、
多
数
の

「
忠
誠
建
白
」（Loyal A

ddresses

）
を
出
し
、
小
ピ
ッ
ト
を
支
持

し
た）

（（
（

。
ブ
リ
ス
ト
ル
で
は
、
海
軍
省
か
ら
任
命
さ
れ
た
徴
募
海
佐
が
、
強

制
徴
募
を
含
む
人
員
徴
集
に
関
す
る
業
務
を
監
督
し
た
。
都
市
自
治

体
や
利
害
団
体
と
交
渉
し
た
の
も
海
佐
で
あ
る
。
徴
募
海
佐
に
は
高

齢
で
一
線
を
退
い
た
人
物
が
任
命
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も

の
の
、
若
く
精
力
的
な
人
物
が
任
命
さ
れ
る
と
い
う
評
価
も
あ
る）

（1
（

。

フ
ラ
ン
ス
革
命
戦
争
で
は
ト
マ
ス
・
ホ
ー
カ
ー
海
佐
（Captain 

T
hom

as H
aw

ker

）
が
担
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
が
始
ま
っ
た

一
八
〇
三
年
か
ら
一
八
一
〇
年
七
月
ま
で
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
カ
ー

海
佐
（Captain George Barker

）
が
、
一
八
一
〇
年
八
月
か
ら

ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
海
佐
（Captain John Philips

）
が
担
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当
し
た
。
正
確
な
交
代
時
期
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
一
八
一
三

年
五
月
か
ら
は
マ
ン
・
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
（Captain M

an D
obson

）

が
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
終
結
ま
で
受
け
持
っ
た
。『
ブ
リ
テ
ン
海
軍
の

正
士
官
』
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
士
官
は
徴
募
海
佐
に
任
命
さ
れ
た

時
点
で
全
員
が
四
〇
代
を
超
え
て
い
た
と
推
察
さ
れ
、
壮
年
の
士
官

が
起
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。

特
定
の
海
港
都
市
に
お
け
る
強
制
徴
募
を
対
象
と
す
る
先
行
研
究

は
少
な
く
、
ブ
リ
ス
ト
ル
に
つ
い
て
は
ロ
ジ
ャ
ー
ス
が
検
討
し
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
ロ
ジ
ャ
ー
ス
は
、
ブ
リ
ス
ト
ル
で
は
商
業
的
な
干

渉
を
引
き
起
こ
し
が
ち
な
た
め
、
な
る
べ
く
批
判
を
受
け
な
い
よ
う

に
控
え
め
に
強
制
徴
募
が
行
わ
れ
た
と
評
価
す
る
。
し
か
し
、
ロ

ジ
ャ
ー
ス
は
ブ
リ
ス
ト
ル
に
お
け
る
強
制
徴
募
に
関
す
る
政
治
文
化

を
十
分
に
考
慮
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
第
一
章
で
民
衆
の
政
治

文
化
に
注
目
し
て
検
討
し
た
の
で
、
本
章
で
は
、
港
湾
都
市
ブ
リ
ス

ト
ル
に
お
け
る
強
制
徴
募
に
つ
い
て
、
都
市
エ
リ
ー
ト
や
中
流
層
の

政
治
文
化
に
着
目
し
て
分
析
す
る
。
具
体
的
に
は
、
い
か
な
る
経
路

を
用
い
て
地
方
当
局
、
利
害
団
体
、
水
夫
や
そ
の
家
族
が
中
央
の
海

軍
省
と
交
渉
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
よ
う
な
交
渉
に
対
し
て
海

軍
省
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
ろ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
。
本
章
で
は
交
渉
事
の
対
象
別
に
分
析
し
て
い
く
。
本
章
で
分
析

す
る
対
象
は
、
河
川
用
運
搬
船
水
夫
（trow

m
en

）、
水
先
案
内
人

（pilots

）、
船
頭
（w

aterm
en

）、
船
大
工
、
教
区
の
問
題
、
市
長
、

下
院
議
員
で
あ
る
。
用
い
る
史
料
は
、
ロ
ジ
ャ
ー
ス
が
編
集
し
た
、

『
ブ
リ
ス
ト
ル
に
お
け
る
海
軍
へ
の
人
員
徴
集
）
（（
（

』
で
あ
る
。
こ
れ
は

ブ
リ
ス
ト
ル
で
活
動
す
る
徴
募
海
佐
が
海
軍
省
へ
送
っ
た
通
信
文
や

同
封
さ
れ
た
請
願
の
手
紙
な
ど
を
、
一
七
三
九
年
か
ら
一
八
一
五
年

ま
で
収
録
し
て
い
る
。

二
―
一
．
河
川
用
運
搬
船
水
夫

水
運
に
頼
っ
て
い
た
ブ
リ
ス
ト
ル
に
食
料
や
日
用
品
を
運
ん
で
い

た
の
は
セ
バ
ー
ン
川
を
航
行
す
る
河
川
用
運
搬
船
だ
っ
た
た
め
、
そ

れ
を
動
か
す
水
夫
は
ブ
リ
ス
ト
ル
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
。
し
か

し
、
沿
岸
交
易
を
担
う
水
夫
は
強
制
徴
募
の
格
好
の
的
で
も
あ
っ
た

た
め
、
市
当
局
と
海
軍
省
の
間
で
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
一
八
〇
一
年

四
月
一
五
日
付
の
市
長
か
ら
の
手
紙
で
は
、
海
軍
委
員
に
強
制
徴
募

し
た
河
川
用
運
搬
船
水
夫
を
除
隊
す
る
よ
う
徴
募
海
佐
に
命
令
し

て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
う
え
で
、「
我
々
の
食
糧
運
搬
船
（M

arket 
Boats

）、
我
々
の
食
料
供
給
に
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
自
由
な
通

行
を
妨
げ
な
い
よ
う
」
命
じ
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
い
る
。
市
長
不
在

の
た
め
行
政
官
の
命
令
で
書
か
れ
た
一
八
〇
五
年
五
月
一
一
日
付
の

海
軍
委
員
に
対
す
る
手
紙
で
は
、
徴
募
海
佐
が
河
川
用
運
搬
船
水
夫

を
強
制
徴
募
し
た
た
め
に
、
河
川
用
運
搬
船
水
夫
ら
が
逃
げ
出
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。「
も
し
港
に
食
糧
を
も
た
ら
す

た
め
の
自
由
通
行
が
許
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
深
刻
な
不
便
や
不
安
に
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さ
せ
る
よ
う
な
災
難
を
こ
こ
の
住
民
に
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
」
た

め
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
河
川
用
運
搬
船
水
夫
の
解
放
と
徴
募
海
佐
に

こ
の
よ
う
な
事
態
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
指
示
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん

だ
。
し
か
し
、
海
軍
委
員
は
こ
の
水
夫
を
除
隊
さ
せ
る
根
拠
が
な
い

と
判
断
し
た）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
河
川
用
運
搬
船
水
夫
の
強
制
徴
募
を

巡
っ
て
は
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
食
料
供
給
に
関
わ
る
と
い
う
理
由
で
市

長
や
行
政
官
が
徴
募
海
佐
を
通
し
て
海
軍
省
と
交
渉
し
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
バ
ー
カ
ー
海
佐
は
一
八
〇
六
年
四
月
二
四
日

付
の
海
軍
省
へ
の
手
紙
で
、
海
軍
委
員
の
命
令
で
河
川
用
運
搬
船
と

そ
の
水
夫
の
数
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
六
〇
か
ら
一
二
〇
ト
ン
の
運
搬

船
が
九
八
隻
あ
り
、
そ
れ
ら
は
五
八
八
人
に
よ
っ
て
運
行
さ
れ
て
い

る
と
報
告
し
た
。
彼
は
、
五
〇
人
程
度
な
ら
ば
強
制
徴
募
し
て
も
良

い
の
で
は
と
提
案
し
た
。
そ
の
後
海
軍
省
は
河
川
用
運
搬
船
水
夫

一
〇
人
に
つ
き
一
人
を
徴
集
す
る
割
当
制
を
行
う
よ
う
に
指
示
し

た
。
一
八
〇
六
年
五
月
七
日
に
行
わ
れ
た
セ
バ
ー
ン
川
交
易
商
人
の

会
合
で
、
バ
ー
カ
ー
海
佐
を
通
し
た
海
軍
省
か
ら
の
提
案
に
つ
い
て

話
し
合
わ
れ
た
。
提
案
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
商
人
が
雇
用
し
て

い
る
河
川
用
運
搬
船
水
夫
一
〇
人
に
つ
き
一
人
を
海
軍
へ
提
供
す
れ

ば
、
残
り
の
九
人
は
戦
争
中
強
制
徴
募
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。
議
長
を
含
め
て
一
三
人
が
出
席
し
た
こ
の
会
合
に
お
い

て
、「
我
々
を
保
護
す
る
政
府
を
支
援
す
る
の
は
、
全
て
の
優
良
な

臣
民
の
義
務
」
で
あ
り
、「
こ
の
重
要
な
危
機
に
お
い
て
、
セ
バ
ー

ン
川
の
交
易
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
援
助
を
で
き
る
こ
と
は
適
切
で

賞
賛
に
値
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
海
軍
省
の
提
案
を
承
諾
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
全
て
の
商
人
が
こ
の
提
案
に
納
得
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
一
八
〇
六
年
六
月
一
七
日
付
の
通
信
文
で
は
、
河
川
用
運
搬
船

の
船
主
約
四
〇
人
が
、
一
人
の
船
主
に
つ
き
ち
ょ
う
ど
一
〇
人
ず
つ

雇
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
海
軍
省
の
提
案
を
実
行

し
て
い
な
い
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
バ
ー
カ
ー
海
佐
は
、
非
協
力
的

な
船
主
に
割
当
を
実
行
す
る
の
が
困
難
な
場
合
は
知
ら
せ
る
よ
う
に

と
命
令
さ
れ
た）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
徴
募
海
佐
を
交
渉
役
と
し
て
、
海

軍
省
が
ブ
リ
ス
ト
ル
の
沿
岸
交
易
に
干
渉
し
、
一
部
の
商
人
が
戦
時

で
あ
る
と
い
う
理
由
で
応
じ
る
と
い
う
構
図
が
見
ら
れ
た
。

河
川
用
運
搬
船
水
夫
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
徴
募
海
佐
の
側
も
慎

重
に
行
動
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
八
一
三
年
六
月
一
〇

日
付
の
通
信
文
に
よ
る
と
、
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
は
保
護
さ
れ
て
い
る
河

川
用
運
搬
船
水
夫
の
除
隊
に
応
じ
た
。
海
佐
は
、
現
在
河
川
用
運
搬

船
の
問
題
に
関
し
て
、
誰
が
保
護
さ
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
の

が
困
難
で
あ
る
と
言
い
訳
し
た
あ
と
に
、「
で
き
る
限
り
河
川
用
運

搬
船
に
よ
る
ブ
リ
ス
ト
ル
の
交
易
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て

い
る
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
一
八
一
三
年
一
一
月
二
四
日
付
の
通

信
文
で
、
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
が
、
保
護
証
が
濫
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う

不
満
を
こ
ぼ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
海
軍
省
に
よ
る
割
当
制
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
八
〇
六
年
五
月
か
ら
こ
れ
ま
で
に
五
〇
人
程
度
し
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か
海
軍
に
提
供
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
河
川
用
運
搬
船
水

夫
の
代
替
要
員
と
し
て
河
川
用
運
搬
船
水
夫
よ
り
も
劣
っ
た
人
物
が

多
く
入
隊
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
運
搬
船
の
船
主
は
、

船
が
水
夫
を
保
護
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
た
め
、
あ
る
水
夫
が
運

搬
船
で
の
勤
務
が
終
わ
っ
た
あ
と
に
、
自
分
の
地
位
を
他
者
に
売
る

こ
と
で
、
保
護
を
濫
用
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
現
在
の
保
護

の
状
況
も
不
鮮
明
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
は
海
軍
委

員
に
今
年
い
っ
ぱ
い
で
一
旦
保
護
を
打
ち
切
り
、
再
度
保
護
を
与
え

る
と
い
う
方
法
を
提
案
し
て
い
る）

（（
（

。

地
方
当
局
は
ブ
リ
ス
ト
ル
の
食
糧
供
給
に
必
要
と
い
う
理
由
か

ら
、
商
人
・
船
主
は
自
分
の
商
売
に
必
要
と
い
う
理
由
か
ら
、
河
川

用
運
搬
船
水
夫
を
保
護
す
る
た
め
に
、
徴
募
海
佐
を
通
し
て
海
軍
省

と
交
渉
し
た
。
た
だ
し
、
商
人
・
船
主
は
一
枚
岩
と
な
っ
て
海
軍
省

に
協
力
す
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
一
方
、
海
軍
省
は
、
な
る
べ
く

慎
重
に
地
方
当
局
と
商
人
・
船
主
と
交
渉
し
た
。
両
者
の
せ
め
ぎ
あ

い
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二
―
二
．
水
先
案
内
人
・
船
頭

ブ
リ
ス
ト
ル
の
出
入
港
に
際
し
て
水
先
案
内
人
を
雇
う
必
要
が
あ

る
た
め
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
交
易
と
経
済
に
お
い
て
ピ
ル
（Pill

）
に

住
む
水
先
案
内
人
は
肝
要
だ
っ
た
。
船
頭
は
セ
バ
ー
ン
川
の
浅
瀬
か

ら
商
船
が
入
っ
て
い
く
の
を
支
援
し
、
エ
イ
ヴ
ォ
ン
川
へ
入
る
際
に

曳
航
す
る
と
い
っ
た
水
先
案
内
人
を
補
助
す
る
た
め
、
同
様
に
重

要
で
あ
っ
た
。
一
方
、
水
先
案
内
人
と
船
頭
は
、
水
夫
を
強
制
徴

募
か
ら
逃
が
し
て
い
た
た
め
、
強
制
徴
募
隊
か
ら
す
る
と
厄
介
な

存
在
で
も
あ
っ
た）

（（
（

。
海
軍
省
が
河
川
用
運
搬
船
水
夫
の
次
の
標
的

に
定
め
た
の
は
、
こ
の
水
先
案
内
人
と
船
頭
だ
っ
た
。
海
軍
省
は
、

一
八
〇
三
年
五
月
の
段
階
で
水
先
案
内
人
の
数
に
つ
い
て
把
握
す
る

た
め
、
バ
ー
カ
ー
海
佐
に
調
査
を
命
じ
た
。
そ
の
結
果
、
ス
キ
フ
船

が
二
五
隻
で
、
四
三
人
の
水
先
案
内
人
が
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

一
八
一
三
年
五
月
に
は
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
が
水
先
案
内
人
と
船
頭
の
状

態
に
つ
い
て
海
軍
委
員
に
知
ら
せ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
水
先
案
内
人

は
三
八
人
で
、
船
頭
は
一
三
四
五
人
だ
っ
た
。
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
は
、

船
頭
が
ブ
リ
ス
ト
ル
に
入
港
す
る
船
の
水
夫
に
ブ
リ
ス
ト
ル
で
激
し

い
強
制
徴
募
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
手
前

で
水
夫
を
降
ろ
す
こ
と
で
荒
稼
ぎ
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
そ
の
う

え
で
、
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
は
水
先
案
内
と
そ
の
補
助
と
し
て
二
〇
〇
人

（
水
先
案
内
人
三
八
人
、
船
頭
一
六
二
人
）
も
い
れ
ば
十
分
な
の
で
、

水
先
案
内
人
は
三
八
人
を
、
船
頭
は
一
〇
人
に
つ
き
一
人
を
保
護
す

れ
ば
よ
い
の
で
は
と
海
軍
委
員
に
提
案
し
た
。
船
頭
に
つ
い
て
は
、

一
八
一
三
年
七
月
末
に
水
先
案
内
人
を
管
理
し
て
い
る
Ｓ
Ｍ
Ｖ
の
会

長
か
ら
、
ピ
ル
に
住
む
約
二
〇
〇
名
の
船
頭
の
リ
ス
ト
が
ド
ブ
ソ
ン

海
佐
に
送
ら
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
船
頭
一
〇
人
に
つ
き
一
人
を
海

軍
に
提
供
す
る
と
い
う
六
月
四
日
付
の
海
軍
省
に
よ
る
提
案
に
、
都
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市
自
治
体
が
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
海

軍
省
は
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
に
、
割
当
で
徴
集
し
て
も
良
い
と
認
め
ら
れ

て
い
る
人
数
を
得
ら
れ
る
ま
で
、
強
制
徴
募
さ
れ
う
る
有
能
で
健
康

な
船
頭
を
選
ぶ
よ
う
命
令
し
た
。
さ
ら
に
、
一
八
一
五
年
五
月
、
Ｓ

Ｍ
Ｖ
の
会
長
か
ら
死
亡
し
た
一
三
人
の
代
わ
り
に
新
た
に
一
三
人
の

ピ
ル
の
船
頭
を
保
護
し
て
ほ
し
い
と
い
う
手
紙
が
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
に

よ
っ
て
海
軍
省
へ
送
ら
れ
た）

（（
（

。

こ
の
よ
う
な
割
当
制
が
行
わ
れ
た
一
方
で
、
水
先
案
内
人
と
船

頭
の
除
隊
を
求
め
る
手
紙
が
、
ブ
リ
ス
ト
ル
内
外
か
ら
送
ら
れ
て

き
た
。
一
八
一
二
年
八
月
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
ー
ロ
ウ
（Jam

es 
M

arlow

）
が
セ
バ
ー
ン
川
の
水
先
案
内
人
の
リ
ス
ト
に
名
前
が

載
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
水
先
案
内
人
で
あ
る
と
主
張
し
た
も

の
の
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
あ
る
チ
ェ
プ
ス
ト
ウ

（Chepstow

）
港
の
商
人
、
船
主
、
主
要
な
住
人
ら
に
よ
る
約
四
〇

名
の
署
名
の
あ
る
手
紙
が
、
海
佐
を
通
し
て
海
軍
委
員
に
送
ら
れ

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
チ
ェ
プ
ス
ト
ウ
か
ら
ブ
リ
ス
ト
ル
ま
で
は
岩

や
強
い
潮
流
が
多
い
た
め
、
水
先
案
内
人
が
い
な
い
と
チ
ェ
プ
ス
ト

ウ
港
か
ら
輸
出
入
で
き
な
い
し
、
マ
ー
ロ
ウ
を
除
く
と
水
先
案
内
人

は
残
り
三
人
し
か
い
な
い
た
め
、
彼
を
除
隊
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん

だ
。
し
か
し
、
海
軍
省
は
こ
の
請
願
を
拒
否
し
た
。
一
八
一
三
年
八

月
一
八
日
付
の
海
軍
委
員
宛
の
手
紙
で
は
、
六
人
の
子
供
を
持
つ
未

亡
人
の
船
頭
で
あ
る
一
七
歳
の
息
子
は
、
母
と
弟
を
養
う
唯
一
の
稼

ぎ
手
で
あ
る
た
め
除
隊
さ
せ
て
ほ
し
い
と
、
サ
マ
セ
ッ
ト
州
の
治
安

判
事
、
教
区
司
祭
（vicar

）、
牧
師
補
（curate

）、
教
区
委
員
の

署
名
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ブ
リ
ス
ト
ル
選
出
の
下
院
議
員
で
あ
る

リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
ー
ビ
ス
（Richard H

art D
avis, （（（（-（（（（

）

も
件
の
少
年
は
一
度
も
海
に
航
海
し
た
こ
と
も
な
い
し
、「
困
っ
て

い
る
家
族
の
第
一
の
扶
養
者
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
除
隊
の
口
添
え
を

し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
一
八
歳
未
満
を
強
制
徴
募
す
る
こ
と

は
違
法
な
た
め
、
海
軍
省
は
そ
の
旨
を
海
佐
に
注
意
し
た
う
え
で
、

除
隊
を
命
じ
た
。
同
じ
く
同
年
八
月
に
は
、
割
当
で
強
制
徴
募
さ
れ

た
船
頭
の
除
隊
を
船
長
か
ら
依
頼
さ
れ
た
行
政
官
が
、
ド
ブ
ソ
ン
海

佐
を
通
し
て
海
軍
委
員
に
除
隊
を
請
願
し
た
。
同
年
九
月
に
は
、
割

当
の
た
め
に
強
制
徴
募
さ
れ
た
船
頭
の
除
隊
願
い
が
本
人
か
ら
ド
ブ

ソ
ン
海
佐
を
介
し
て
海
軍
委
員
に
届
け
ら
れ
た
。
妻
と
四
人
の
子
供

を
養
う
た
め
の
唯
一
の
稼
ぎ
手
で
あ
る
こ
と
が
理
由
で
あ
っ
た
が
、

拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
個
人
の
た
め
の
除
隊
願
い
が
送
ら
れ
て

き
た
一
方
、
都
市
自
治
体
も
船
頭
の
割
当
制
に
不
満
を
抱
い
て
い

た
。
一
八
一
四
年
二
月
一
八
日
付
の
通
信
文
で
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
が
、

「
都
市
自
治
体
は
ピ
ル
の
船
頭
に
関
す
る
割
当
制
と
全
て
の
や
り
方

に
つ
い
て
非
常
な
不
満
を
抱
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。

商
人
・
船
主
に
保
護
さ
れ
て
い
た
河
川
用
運
搬
船
水
夫
と
同
様

に
、
船
頭
も
Ｓ
М
Ｖ
に
保
護
さ
れ
、
Ｓ
Ｍ
Ｖ
が
海
軍
省
と
交
渉
し

た
。
徴
募
海
佐
が
現
状
を
調
査
し
、
主
体
的
に
割
当
制
を
提
案
し
、
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海
軍
省
が
具
体
的
な
割
当
制
の
人
数
を
決
定
し
た
が
、
河
川
用
運
搬

船
水
夫
の
場
合
と
同
じ
く
、
な
る
べ
く
ブ
リ
ス
ト
ル
の
交
易
を
妨
害

し
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
―
三
．
船
大
工

ブ
リ
ス
ト
ル
に
は
海
軍
工
廠
こ
そ
な
い
も
の
の
、
民
間
の
造
船

所
は
あ
っ
た
た
め
、
船
大
工
が
住
ん
で
い
た
。
海
上
交
易
や
沿
岸

交
易
が
盛
ん
な
ブ
リ
ス
ト
ル
に
お
い
て
、
商
船
の
建
造
・
修
理
の

た
め
に
、
船
大
工
は
重
要
な
存
在
だ
っ
た
。
海
軍
に
お
い
て
も
、
長

期
の
航
海
で
戦
闘
や
嵐
な
ど
で
艦
が
損
傷
し
た
際
に
、
そ
の
場
で
修

理
す
る
こ
と
の
で
き
る
船
大
工
が
必
要
だ
っ
た
た
め
、
船
大
工
は
強

制
徴
募
の
対
象
と
な
り
え
た
。
ブ
リ
ス
ト
ル
で
は
船
大
工
に
よ
る
救

出
活
動
が
数
回
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
一
七
九
九
年
一
〇
月
四
日

に
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
西
イ
ン
ド
商
船
に
勤
め
て
い
た
船
大
工
を

救
出
す
る
た
め
に
、
相
当
数
の
船
大
工
が
強
制
徴
募
隊
本
部
の
周

辺
に
集
ま
り
、
件
の
船
大
工
を
連
れ
出
し
た
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
海
尉

（Lieutenant Bow
les M

itchell

）
が
市
長
と
行
政
官
に
こ
れ
を
知

ら
せ
た
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
首
謀
者
を
裁
判
に
か
け
る
努
力
を
す
る
と

述
べ
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
素
早
く
船
大
工
の
奪
還
が
行
わ
れ

た
た
め
誰
が
首
謀
者
か
わ
か
ら
ず
、
行
政
官
に
頼
ん
で
船
大
工
の
親

方
に
首
謀
者
を
見
つ
け
る
よ
う
依
頼
し
た
。
親
方
に
よ
る
と
、
船
大

工
ら
は
誤
り
を
認
め
て
、
二
度
と
こ
の
よ
う
な
手
段
は
取
ら
な
い
と

反
省
し
た
た
め
、
海
尉
は
法
律
に
訴
え
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
あ

る
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
市
長
と
行
政
官
が
強
制
徴
募
隊
に
協
力
的
な
態

度
を
示
す
こ
と
も
あ
っ
た
。

一
八
〇
四
年
八
月
に
は
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
西
イ
ン
ド
商
船
の
船

大
工
が
、
民
間
造
船
所
所
属
の
船
大
工
ら
に
救
出
さ
れ
た
。
バ
ー

カ
ー
海
佐
は
、
船
大
工
ら
が
仲
間
が
強
制
徴
募
さ
れ
た
ら
彼
ら
を

助
け
る
と
脅
し
て
き
た
と
示
し
た
上
で
、
海
軍
省
に
指
示
を
求
め

た
と
こ
ろ
、
行
政
官
に
支
援
を
要
請
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
。

一
八
一
〇
年
一
二
月
二
七
日
に
も
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
船
大
工
を
奪

還
す
る
た
め
に
、
五
〇
〇
人
か
ら
六
〇
〇
人
の
船
大
工
が
強
制
徴
募

隊
本
部
を
囲
み
、
件
の
船
大
工
の
解
放
を
要
求
し
た
あ
と
に
、
海
尉

や
強
制
徴
募
隊
員
を
殴
打
し
た
。
強
制
徴
募
隊
の
側
は
一
五
人
し
か

い
な
か
っ
た
た
め
、
多
勢
に
無
勢
で
あ
る
と
判
断
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ

ス
海
佐
は
強
制
徴
募
し
た
船
大
工
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
数
の
上
で
強
制
徴
募
隊
を
圧
倒
す
る
こ
と
は
可

能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
対
立
の
一
方
で
、
一
八
一
三
年
五
月
に
ド
ブ

ソ
ン
海
佐
が
民
間
の
造
船
所
を
訪
れ
た
際
に
、
労
働
者
が
海
軍
省
か

ら
の
保
護
証
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
。
造
船
所
で
働

い
て
い
る
人
々
の
リ
ス
ト
を
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
が
作
っ
た
う
え
で
、
造

船
所
が
保
護
証
の
発
行
を
求
め
た
。
そ
れ
は
「
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
の
苦

労
を
減
ら
し
、
我
々
に
と
っ
て
も
便
利
」
だ
ろ
う
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
海
軍
省
は
こ
れ
に
合
意
し
た
。
商
人
も
ま
た
、
船
大
工
に
関
し



史
観
第
一
七
五
冊
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〇

て
強
制
徴
募
に
干
渉
し
た
。
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
に
よ
る
と
、
船
大
工
は

何
年
に
も
わ
た
っ
て
、
強
制
徴
募
さ
れ
ず
に
、
移
動
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
き
た
よ
う
で
、
こ
の
た
め
、
海
軍
に
入
隊
さ
せ
る
船
大
工
の

養
成
場
が
破
壊
さ
れ
て
き
た
と
批
判
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
を

変
え
よ
う
と
す
る
と
、
こ
こ
の
商
人
が
、
自
分
た
ち
の
船
に
船
大
工

を
得
ら
れ
な
く
な
る
た
め
に
「
非
常
に
警
戒
す
る
か
、
非
常
に
不
満

に
思
う
」
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

船
大
工
は
仲
間
を
救
出
す
る
た
め
に
集
団
で
行
動
し
た
。
市
長
や

行
政
官
は
海
佐
に
協
力
す
る
姿
勢
を
示
し
た
一
方
で
、
商
人
は
自
ら

の
船
に
船
大
工
を
乗
せ
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
経
済
的
な
理
由
で
進

ん
で
協
力
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
―
四
．
教
区
の
問
題

い
わ
ゆ
る
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
）
（（
（

」
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
区
が

救
貧
行
政
と
救
貧
税
を
徴
収
す
る
単
位
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ブ
リ

ス
ト
ル
で
は
、
一
六
九
六
年
の
議
会
制
定
法
で
承
認
さ
れ
設
立
さ

れ
た
ブ
リ
ス
ト
ル
救
貧
社
（Bristol Corporation of the Poor
）

が
、
救
護
院
（hospital

）
と
労
役
所
（w

orkhouse

）
を
設
立
す

る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
教
区
ご
と
に
集
め
て
い
た
救
貧
税
を
一
括
し

て
管
理
し
て
い
た）

（（
（

。
フ
ラ
ン
ス
革
命
戦
争
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
に

既
婚
男
性
が
陸
軍
・
海
軍
に
入
隊
す
る
こ
と
で
、
救
貧
税
の
負
担
が

増
え
た
。
い
っ
た
ん
奨
励
金
を
使
い
切
る
と
、
多
く
の
家
族
が
教
区

に
頼
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
一
七
九
三
年
に
は
サ
ン
ダ
ー
ラ

ン
ド
の
貧
民
監
督
官
が
、
救
貧
税
が
年
間
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
か
ら

三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
に
上
が
っ
た
の
は
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
水
夫
の
家

族
が
原
因
で
あ
る
と
推
定
し
た）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
一
家
の
稼
ぎ
手
で

あ
る
夫
や
息
子
が
強
制
徴
募
さ
れ
る
こ
と
で
、
残
さ
れ
た
家
族
が
貧

困
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
教
区
の
負
担
が
増
え
る

こ
と
に
も
な
る）

（（
（

。
そ
の
た
め
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
水
兵
の
除
隊
を
求

め
る
手
紙
に
、
教
区
の
役
人
が
口
添
え
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で

も
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
一
八
〇
八
年
六
月
に
ブ
リ
ジ
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
北
東
に

位
置
す
る
ハ
ン
ツ
ピ
ル
（H

untspill

）
の
教
区
司
祭
、
教
区
委
員
、

貧
民
監
督
官
か
ら
バ
ー
カ
ー
海
佐
に
強
制
徴
募
さ
れ
た
石
工
の
除

隊
を
求
め
る
請
願
が
送
ら
れ
た
。
そ
の
石
工
は
妹
を
学
校
へ
通
わ

せ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
母
も
養
っ
て
い
る
た
め
、
教
区
の
役
人

は
、
石
工
が
両
親
の
生
活
費
を
稼
い
で
い
る
こ
と
を
理
由
に
熱
心
に

除
隊
さ
せ
た
が
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
一
八
〇
九
年
三
月
に
ウ
ェ
ー

ル
ズ
南
西
部
の
カ
ー
マ
ー
ゼ
ン
（Carm

arthen

）
の
商
船
の
航
海

士
が
ブ
リ
ス
ト
ル
で
強
制
徴
募
さ
れ
た
。
こ
の
航
海
士
に
は
妻
と
四

人
の
子
供
が
お
り
、
彼
の
労
働
以
外
で
彼
ら
を
養
う
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
カ
ー
マ
ー
ゼ
ン
の
牧
師
（m

inister

）、
教
区
委
員
、
治

安
判
事
、
商
人
、
商
船
船
長
、
商
船
船
主
か
ら
の
請
願
が
バ
ー
カ
ー

海
佐
を
通
じ
て
海
軍
省
へ
送
ら
れ
、
商
船
の
航
海
士
は
元
々
強
制
徴
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募
か
ら
免
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
請
願
は
認
可
さ
れ

た
。
一
八
一
一
年
八
月
に
は
、
ブ
リ
ス
ト
ル
近
郊
の
ク
リ
フ
ト
ン

（Clifton
）
に
住
む
船
大
工
が
強
制
徴
募
さ
れ
、
ク
リ
フ
ト
ン
の
牧

師
、
教
区
委
員
、
船
大
工
の
親
方
を
含
む
住
民
に
よ
る
海
軍
委
員
へ

の
請
願
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
海
佐
に
送
ら
れ
た
。
彼
の
仕
事
の
お
か
げ

で
教
区
の
援
助
を
受
け
ず
に
家
族
が
養
わ
れ
て
い
た
が
、
強
制
徴
募

さ
れ
た
せ
い
で
、
現
在
は
教
区
の
支
援
を
受
け
て
い
る
た
め
、
除
隊

し
て
ほ
し
い
と
求
め
た
。
し
か
し
、
海
軍
省
は
そ
の
よ
う
な
理
由
で

は
除
隊
で
き
な
い
と
拒
否
し
た）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ブ
リ
ス
ト
ル
以
外

の
地
域
か
ら
も
残
さ
れ
た
家
族
を
養
う
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
理
由

で
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
人
々
の
除
隊
を
求
め
る
手
紙
が
徴
募
海
佐
を

通
し
て
海
軍
省
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

強
制
徴
募
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
海
軍
に
志
願
し
た
水
夫
の
家
族

や
教
区
の
役
人
か
ら
も
請
願
が
来
た
。
例
え
ば
、
一
七
九
七
年
八
月

に
は
、
ブ
リ
ス
ト
ル
南
部
の
内
陸
の
ラ
ド
ス
ト
ッ
ク
（Radstock

）

か
ら
志
願
し
た
息
子
の
除
隊
を
求
め
る
手
紙
が
送
ら
れ
た
。
息
子
し

か
未
亡
人
と
七
人
の
子
供
を
養
う
手
段
が
な
い
こ
と
か
ら
息
子
を
除

隊
さ
せ
て
ほ
し
い
と
希
望
し
、
教
区
司
祭
、
教
区
委
員
の
署
名
が
添

え
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
八
〇
八
年
七
月
に
バ
ー
ス
の
南
部
に
位
置
す

る
モ
ン
ク
ト
ン
・
ク
ー
ム
（M

oncton Com
be

）
の
教
区
役
人
か

ら
、
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
志
願
し
た
男
の
除
隊
を
求
め
る
手
紙
が
送

ら
れ
た
。
彼
に
は
妻
と
二
人
の
子
供
が
お
り
、
彼
が
除
隊
を
許
さ
れ

石
工
と
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
地
域
に
と
っ
て
も
不
幸
な
家

族
に
と
っ
て
も
良
い
こ
と
だ
と
述
べ
除
隊
を
求
め
た
。
教
区
の
役
人

は
、
代
替
要
員
を
用
意
す
る
と
ま
で
述
べ
た）

（（
（

。

強
制
徴
募
か
志
願
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
区
の
役
人
や
聖
職
者
、

有
力
者
が
、
海
佐
を
通
し
て
海
軍
委
員
に
水
兵
の
除
隊
を
求
め
る
請

願
を
送
っ
た
。
理
由
と
し
て
は
、
水
兵
が
一
家
の
稼
ぎ
手
で
あ
る

か
、
も
し
く
は
、
除
隊
さ
れ
な
け
れ
ば
教
区
の
負
担
が
増
え
る
か
ら

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
海
軍
省
は
元
来
保
護
さ
れ
て
い
る

人
員
を
除
い
て
は
除
隊
の
求
め
に
応
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
―
五
．
市
長
と
強
制
徴
募

ブ
リ
ス
ト
ル
市
長
は
ど
の
よ
う
に
強
制
徴
募
と
関
わ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
市
長
は
強
制
徴
募
に
協
力
す
る
場
合
と
、
強
制
徴
募
に
非

協
力
的
な
場
合
が
あ
っ
た
。
一
八
〇
四
年
一
二
月
の
通
信
文
で
は
、

バ
ー
カ
ー
海
佐
が
、
市
長
以
外
か
ら
誘
わ
れ
る
公
的
な
夕
食
会
を
断

り
、
西
イ
ン
ド
商
人
と
会
う
の
は
辞
退
し
て
い
る
と
述
べ
、
金
品
の

誘
惑
に
は
屈
し
て
い
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
海
佐

は
市
長
と
の
つ
な
が
り
は
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
七
九
八
年

三
月
に
は
、
市
長
が
ホ
ー
カ
ー
海
佐
に
強
制
徴
募
さ
れ
た
水
夫
を
除

隊
し
て
欲
し
い
と
の
通
知
を
送
っ
た
。
し
か
し
、
海
佐
か
ら
「
海
軍

省
の
命
令
で
、
海
軍
委
員
に
知
ら
せ
る
こ
と
な
し
に
い
か
な
る
人
物

も
除
隊
さ
せ
な
い
」
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
た
た
め
、
市
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長
か
ら
海
軍
省
へ
海
佐
を
通
じ
て
以
下
の
通
知
を
送
っ
た
。
そ
れ
に

は
、
も
し
こ
れ
が
内
務
規
定
と
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
ホ
ー
カ
ー
海

佐
に
将
来
の
強
制
徴
募
認
可
証
の
更
新
の
た
め
の
信
用
を
付
与
し
な

い
し
、
海
佐
は
自
由
に
権
力
を
行
使
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
伝
え

た
。
い
か
に
海
軍
省
に
よ
る
強
制
徴
募
と
は
い
え
、
自
治
体
の
市
長

や
行
政
官
の
協
力
が
な
け
れ
ば
円
滑
な
人
員
徴
集
は
非
常
に
困
難
な

た
め
、
市
長
に
よ
る
こ
の
通
知
は
、
一
種
の
脅
し
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
。
し
か
し
海
軍
省
は
、
ど
れ
ほ
ど
不
適
切
な
強
制
徴
募
が
行

わ
れ
た
と
し
て
も
、
海
軍
委
員
に
状
況
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
市
長
に
伝
え
る
よ
う
指
示
し
た
。
一
八
〇
四
年
一
二
月
に
は
、

強
制
徴
募
さ
れ
た
航
海
士
の
除
隊
を
求
め
て
、
市
長
が
手
紙
を
送
っ

た
。
そ
の
航
海
士
は
元
参
事
会
員
の
孫
で
あ
り
、
彼
の
縁
故
の
立
派

さ
（respectability

）
か
ら
海
軍
委
員
に
除
隊
す
る
よ
う
要
請
し

た
。
海
軍
省
は
代
替
要
員
二
名
を
集
め
れ
ば
除
隊
を
許
可
す
る
と
し

た
。
一
八
一
二
年
一
月
に
は
、
市
長
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
海
佐
に
三
人
の

少
年
を
徒
弟
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
除
隊
す
る
よ
う
書
き
送
っ

た
。
海
佐
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
ウ
ル
バ
ー
ハ
ン
プ
ト
ン
に
そ
の
三

人
の
親
方
が
い
る
こ
と
を
見
つ
け
た
た
め
、
除
隊
し
た
。
一
八
一
三

年
八
月
の
通
信
文
で
ド
ブ
ソ
ン
海
佐
は
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
都
市
自
治

体
と
商
人
は
、
彼
ら
が
義
務
付
け
ら
れ
た
こ
と
以
外
に
海
軍
へ
人
員

徴
集
す
る
た
め
に
何
も
し
な
い
と
思
う
と
述
べ
た）

（（
（

。

一
方
で
、
市
長
は
海
軍
の
人
員
徴
集
に
協
力
も
し
た
。
一
七
九
八

年
五
月
に
は
、
市
長
が
ホ
ー
カ
ー
海
佐
に
王
党
派
の
フ
ラ
ン
ス
人

を
入
隊
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
手
紙
を
送
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

ホ
ー
カ
ー
海
佐
が
海
軍
省
に
指
示
を
仰
い
だ
結
果
、
い
か
な
る
フ

ラ
ン
ス
人
も
海
軍
へ
の
入
隊
は
許
可
で
き
な
い
と
知
ら
さ
れ
た）

（（
（

。

一
七
九
九
年
一
〇
月
に
船
大
工
の
集
団
が
強
制
徴
募
さ
れ
た
船
大
工

を
救
出
し
よ
う
と
し
た
際
に
は
、
市
長
と
行
政
官
は
、
首
謀
者
を
裁

判
に
か
け
る
準
備
が
あ
る
と
伝
え
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
戦
争
末

期
の
一
八
〇
一
年
一
二
月
に
は
、
ブ
リ
ス
ト
ル
駐
在
の
徴
募
海
佐
で

あ
る
ホ
ー
カ
ー
へ
の
感
謝
が
決
議
さ
れ
た
。
市
長
、
参
事
会
員
、
市

会
員
が
全
会
一
致
で
「
こ
の
都
市
の
公
共
と
平
穏
に
資
す
る
よ
う
に

強
制
徴
募
部
を
運
営
す
る
う
え
で
海
佐
が
払
っ
た
細
心
の
注
意
」
に

対
す
る
感
謝
が
決
議
さ
れ
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

二
―
六
．
下
院
議
員
と
強
制
徴
募

市
長
や
教
区
の
役
人
、
商
人
だ
け
で
な
く
議
員
も
人
員
の
除
隊

に
口
添
え
し
た
。
一
八
一
一
年
二
月
に
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
一
九

歳
の
少
年
の
除
隊
を
求
め
る
手
紙
が
、
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
選
出
議

員
で
ブ
リ
ス
ト
ル
の
西
イ
ン
ド
商
人
か
つ
Ｓ
Ｍ
Ｖ
の
会
員
で
も
あ
る

リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
ー
ビ
ス
か
ら
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
海
佐
を
通
し
て
海
軍

省
に
送
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
デ
ー
ビ
ス
の
家
に
、
少
年
が
働
い

て
い
た
ア
ボ
ッ
ツ
・
リ
ー
（A

bbots Leigh

）
の
住
人
に
よ
る
請

願
が
届
け
ら
れ
た
た
め
仲
立
ち
し
た
。
し
か
し
こ
の
件
は
許
可
さ
れ
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な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
グ
ロ
ス
タ
ー
シ
ャ
ー
州
統
監
で
あ
る
第
六

代
ボ
ー
フ
ォ
ー
ト
公
（D

uke of Beaufort

）
が
、
近
隣
の
立
派
な

人
々
か
ら
こ
の
少
年
の
除
隊
を
手
助
け
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
、
少

年
が
年
老
い
た
貧
し
い
両
親
の
唯
一
の
資
金
源
で
あ
る
た
め
、
除
隊

し
て
く
れ
る
と
私
も
嬉
し
い
と
手
紙
を
書
い
た
。
こ
れ
で
こ
の
件
は

再
考
さ
れ
た
も
の
の
、
結
果
は
不
明
で
あ
る）

（1
（

。

強
制
徴
募
さ
れ
た
人
員
だ
け
で
な
く
志
願
し
た
人
物
の
除
隊
に

も
、
議
員
は
橋
渡
し
を
試
み
た
。
一
八
〇
五
年
一
月
に
ブ
リ
ス
ト
ル

選
出
で
ト
ー
リ
の
ブ
ラ
ッ
ジ
・
バ
サ
ー
ス
ト
（Bragge Bathurst, 

（（（（-（（（（

）
は
、
志
願
し
た
陸
者
の
除
隊
を
求
め
る
自
分
の
選
挙

区
の
有
権
者
か
ら
の
手
紙
を
、
バ
ー
カ
ー
海
佐
を
通
し
て
海
軍
省
に

送
っ
た
。
彼
は
片
目
が
ほ
ぼ
見
え
な
い
た
め
海
軍
の
任
務
に
不
適
切

で
あ
る
と
口
添
え
し
た
。
母
親
か
ら
の
手
紙
で
は
、
息
子
は
衝
動
的

に
志
願
し
て
し
ま
い
、
母
と
弟
の
大
家
族
の
家
計
を
タ
バ
コ
商
人
と

し
て
支
え
て
い
る
た
め
除
隊
を
求
め
た
。
海
軍
省
は
陸
者
二
人
を
代

替
要
員
と
し
て
用
意
す
れ
ば
除
隊
す
る
と
し
た
。
一
八
一
五
年
二
月

に
は
、
ブ
リ
ス
ト
ル
選
出
で
ホ
イ
ッ
グ
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
プ
ロ
ザ
ロ

（Edw
ard Protheroe, （（（（-（（（（

）
か
ら
、
志
願
し
た
息
子
の
父

親
か
ら
の
手
紙
を
同
封
し
、
彼
は
耳
が
聞
こ
え
な
い
か
ら
除
隊
し
て

ほ
し
い
と
書
い
た
。
し
か
し
、
海
軍
省
は
耳
が
聞
こ
え
な
い
事
実
は

な
い
と
し
て
除
隊
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
一
八
一
五
年
三
月
に
は
、

志
願
し
た
船
大
工
の
父
親
か
ら
息
子
は
自
分
の
過
ち
を
後
悔
し
、
除

隊
を
願
っ
て
い
る
こ
と
が
手
紙
に
書
か
れ
た
。
ま
た
、
プ
ロ
ザ
ロ
は

こ
の
船
大
工
の
除
隊
を
求
め
た
が
、
海
軍
省
は
志
願
し
た
た
め
除
隊

は
許
可
で
き
な
い
と
判
断
し
た）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
た
び
た
び
下
院
議

員
が
強
制
徴
募
か
志
願
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
請
願
を
通
し
て
除
隊
の

仲
介
を
試
み
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
下
院
議
員
の
口
利
き
を

も
っ
て
し
て
も
海
軍
省
が
除
隊
を
許
可
す
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
戦
争
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
に
お
け

る
強
制
徴
募
を
め
ぐ
る
政
治
文
化
を
分
析
し
て
き
た
。
強
制
徴
募
騒

擾
に
つ
い
て
は
、
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
を
用
い
て
民
衆
の
政
治

文
化
を
検
討
し
た
。
タ
イ
ン
サ
イ
ド
に
お
い
て
も
チ
ェ
ス
タ
に
お
い

て
も
互
酬
関
係
は
み
ら
れ
た
。
タ
イ
ン
サ
イ
ド
で
は
、
水
夫
が
家
族

を
養
え
る
だ
け
の
給
料
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
伝
統
的
価
値

観
を
防
衛
し
て
い
る
と
い
う
信
念
を
持
ち
、
そ
の
他
の
労
働
者
や
地

元
紙
の
編
集
者
と
い
っ
た
水
夫
の
周
り
の
民
衆
が
、
騒
擾
を
支
持
し

て
い
た
。
一
方
、
チ
ェ
ス
タ
に
お
い
て
は
、
強
制
徴
募
隊
へ
の
不

満
が
、
義
勇
兵
の
徴
募
で
一
気
に
噴
出
し
、
暴
動
に
つ
な
が
っ
た
。

チ
ェ
ス
タ
の
住
民
が
強
制
徴
募
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
住
民
は

義
勇
軍
に
協
力
し
、
地
方
当
局
も
義
勇
軍
へ
の
処
罰
を
曖
昧
に
し
た

の
で
あ
る
。
民
衆
に
よ
る
行
動
は
、
暴
力
的
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
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規
律
あ
る
騒
擾
で
あ
り
、
一
時
的
な
目
的
は
達
成
さ
れ
た
。
タ
イ
ン

サ
イ
ド
地
方
当
局
は
奨
励
金
の
増
額
と
い
う
対
策
を
取
っ
た
が
、
根

本
的
な
解
決
に
は
至
ら
ず
、
チ
ェ
ス
タ
の
地
方
当
局
同
様
、
最
終
的

に
は
軍
事
力
に
頼
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

海
港
都
市
ブ
リ
ス
ト
ル
に
お
け
る
都
市
エ
リ
ー
ト
や
中
流
層
の
政

治
文
化
を
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
河
川
用
運
搬
船
水
夫
、
水
先
案
内

人
、
船
頭
に
つ
い
て
は
、
地
方
当
局
、
利
害
団
体
、
商
人
・
船
主
の

よ
う
な
中
流
層
が
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
交
易
や
自
ら
の
利
益
に
必
要
で

あ
る
と
い
う
理
由
で
、
保
護
し
よ
う
と
、
徴
募
海
佐
を
通
し
て
海
軍

省
と
交
渉
し
た
。
一
方
、
船
大
工
は
集
団
的
な
行
動
を
取
り
、
自
ら

強
制
徴
募
に
抵
抗
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
教
区
の
役
人
や
聖
職

者
、
市
長
、
下
院
議
員
は
、
教
区
の
負
担
が
増
え
る
、
知
人
や
有
権

者
か
ら
依
頼
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
、
徴
募
海
佐
を
通
し
て
海
軍
省

に
請
願
を
送
り
、
水
兵
の
除
隊
を
求
め
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ブ
リ
ス

ト
ル
に
お
い
て
は
、
徴
募
海
佐
を
仲
介
役
と
し
て
、
多
様
な
主
体
が

複
雑
に
相
互
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
民
衆
と
都
市
エ
リ
ー
ト
・
中

流
層
の
政
治
文
化
を
検
討
し
た
結
果
、
ダ
ン
シ
ー
の
指
摘
通
り
に
強

制
徴
募
さ
れ
た
人
数
が
下
方
修
正
さ
れ
る
と
し
て
も
、
強
制
徴
募

は
、
水
夫
だ
け
で
は
な
く
、
教
区
、
地
方
当
局
、
利
害
団
体
、
商
人

に
と
っ
て
も
密
接
に
関
わ
る
問
題
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
を
述
べ
て
、
本
稿
を
終
え
た
い
。
本
稿
で
は
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
戦
争
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
海
港
都

市
に
お
け
る
強
制
徴
募
の
分
析
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
だ
け
で
な
く
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
さ
ら

に
植
民
地
の
港
湾
都
市
に
お
け
る
強
制
徴
募
に
つ
い
て
も
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
地
理
的
な
広
が
り
に
加
え
て
、
政
治
文
化
は

時
代
ご
と
に
変
化
す
る
た
め
、
別
の
時
期
の
強
制
徴
募
に
つ
い
て
も

検
討
し
た
い
。

註（
（
）
強
制
徴
募
の
詳
細
な
制
度
、
合
法
性
、
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
ブ
リ
テ
ン
海
軍
に
お
け
る
強
制
徴
募
の
制
度
：
フ
ラ
ン
ス
革
命

戦
争
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
を
中
心
に
」『
西
洋
史
論
叢
』
第
三
六

号
（
二
〇
一
四
年
）、
一
二
三
～
一
四
二
頁
を
参
照
す
る
こ
と
。

（
（
）
こ
の
時
代
の
水
兵
は
、
現
代
の
よ
う
な
長
期
間
海
軍
で
勤
務
す
る

海
軍
専
属
の
「
水
兵
」
に
当
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。（
薩
摩
真
介
「
第
二
章　

海
軍
」
六
四
頁
、
金

澤
周
作
編
『
海
の
イ
ギ
リ
ス
史
』（
昭
和
堂
、
二
〇
一
三
年
）、
五
〇

～
七
六
頁
）

（
（
）
例
え
ば
、M

ichael A
rthur Lew

is, A
 Social H

istory of the 

N
avy 1793-1815 (London, （（（1), Christopher Lloyd, T

he 

British Seam
en 1200-1860: A

 Social Survey (Cranbury, 

（（（1)



ブ
リ
テ
ン
海
軍
に
お
け
る
強
制
徴
募
を
め
ぐ
る
政
治
文
化

九
五

（
（
）N

. A
. M

. Rodger, T
he W

ooden W
orld: an A

natom
y of the 

G
eorgian N

avy (London, （（（（).
（
（
）D

aniel Jam
es E

nnis, E
nter the P

ress-G
ang: N

aval 

Im
pressm

ent in E
ighteenth-C

entury British Literature 

(N
ew

ark, （11（), N
icholas Rogers, T

he Press G
ang: N

aval 

Im
pressm

ent and its O
pponents in G

eorgian B
ritain 

(London, （11（), D
enver A

lexander Brunsm
an, T

he E
vil 

N
ecessity: British N

aval Im
pressm

ent in the E
ighteenth-

C
entury A

tlantic W
orld (Charlottesville, VA

. （1（（).

（
（
）J. Ross D

ancy, T
he M

yth of the Press G
ang: Volunteers, 

Im
pressm

ent and the N
aval M

anpow
er Problem

 in the 

L
ate E

ighteenth C
entury (W

oodbridge, （1（（).

（
（
）
近
藤
和
彦
「
政
治
文
化
の
社
会
史
に
む
け
て
：『
パ
リ
の
フ
ラ
ン
ス

革
命
』・
イ
ン
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」『
思
想
』
七
七
六
号
（
一
九
八
九

年
）、
七
三
～
八
八
頁
、
近
藤
和
彦
「
総
論
：
政
治
文
化　

何
が
ど

う
問
題
か
」
歴
史
学
研
究
会
編
『
現
代
歴
史
学
の
成
果
と
課
題　

二
』（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
四
〇
～
二
五
六
頁
、
リ
ン
・

ハ
ン
ト
、
松
浦
義
弘
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
政
治
文
化
』（
平
凡
社
、

一
九
八
九
年
）。

（
（
）H

. T. D
ickinson, T

he Politics of the People in E
ighteenth-

C
entury Britain (N

ew
 York, （（（（).

（
（
）D

ickinson, p. （（（.

（
（1
）
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
、
市
橋
秀
夫
、
芳
賀
健
一
訳
『
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
労
働
者
階
級
の
形
成
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
三
年
）、

七
五
頁
。

（
（（
）
ジ
ョ
ー
ジ
＝
リ
ュ
ー
デ
、
古
賀
秀
男
、
志
垣
嘉
夫
、
西
嶋
幸
右
訳

『
歴
史
に
お
け
る
群
衆
：
英
仏
民
衆
運
動
史　

（（（1

～（（（（

』（
法
律

文
化
社
、
一
九
八
二
年
）、
七
四
頁
。E. P. T

hom
pson, ʻT

he M
oral 

Econom
y of the English Crow

d in the Eighteenth Centuryʼ, 

Past &
 Present （1 (（（（（), pp. （（-（（.　

近
藤
（
一
九
八
九
年
）、

七
六
～
八
一
頁
。

（
（（
）N

orm
an M

cC
ord &

 D
avid E

. B
rew

ster, ʻSom
e 

Labour Troubles of the （（（1ʼs in N
orth East Englandʼ, 

International R
eview

 of Social H
istory （（: （ (（（（（), pp. 

（（（-（（（.

（
（（
）J. Stevenson, ʻT

he London 

“Crim
p

” R
iots of （（（（ʼ, 

International R
eview

 of Social H
istory （（: （ (（（（（), pp. （1-

（（.

（
（（
）
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ン
バ
ウ
、
マ
ー
カ
ス
・
レ
デ
ィ
カ
ー
、
栢
木
清
吾

訳
「
多
頭
の
ヒ
ド
ラ
：
一
八
世
紀
に
お
け
る
水
夫
、
奴
隷
、
そ
し

て
大
西
洋
の
労
働
者
階
級
」『
現
代
思
想
』
第
三
九
巻
、
第
一
〇
号

（
二
〇
一
一
年
）、
三
二
～
五
九
頁
。

（
（（
）Rogers, (（11（), pp. （（-（（.

（
（（
）D

. J. Row
e, ʻT

he K
eelm

en of Tynesideʼ, H
istory T

oday （（: 



史
観
第
一
七
五
冊

九
六

（ (（（（（), pp. （（（-（（（.
（
（（
）Gordon Jackson, ʻPorts （（11-（（（1ʼ in Peter Clark (ed.) T

he 

C
am

bridge U
rban H

istory of Britain, vol. （. (Cam
bridge, 

（111), pp. （1（-（（（.

（
（（
）N

orm
an M

cCord, ʻT
he Im

press Service in N
orth-East 

England during the N
apoleonic W

arʼ in Tony Barrow
 (ed.) 

T
he Pressgangs and Privateers (Tyne and W

ear, （（（（), p. 

（（.

（
（（
）C. M

. Fraser &
 K

. Em
sley, T

ynside (London, （（（（).　

特
に

第
四
章
を
参
照
。

（
（1
）M

cCord &
 Brew

ster, p. （（（.

（
（（
）Row

e, p. （（（. 

キ
ー
ル
メ
ン
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
一
七
〇
八
、一
七
一

〇
、一
七
一
九
、一
七
三
八
、一
七
四
〇
、一
七
四
九
、一
七
五
〇
、一
七

七
一
、一
七
九
四
、一
八
〇
三
、一
八
〇
九
、一
八
一
九
、一
八
二
二
年

に
発
生
し
た
。

（
（（
）M

cCord &
 Brew

ster, pp. （（（-（（（.　

ロ
ン
ド
ン
ま
で
一
航
海
あ

た
り
二
ポ
ン
ド
一
〇
シ
リ
ン
グ
だ
っ
た
の
が
、
三
ポ
ン
ド
に
増
額
さ

れ
た
。

（
（（
）K

arel D
avids, ʻSeam

enʼs O
rganizations and Social Protest 

in Europe, c. （（11-（（（（ʼ in Catharina Lis, Jan Lucassen 

and H
ugo Soly (eds.) B

efore the U
nions: W

age E
arners 

and C
ollective A

ction in E
urope, 1300-1850 (Cam

bridge, 

（（（（), pp. （（（-（（（.

（
（（
）
海
軍
の
給
料
は
、
一
六
五
三
年
か
ら
水
兵
反
乱
の
あ
っ
た
一
七
九
七

年
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
一
等
水
兵
が
太
陰
月
一
か
月
あ
た
り

二
四
シ
リ
ン
グ
、
二
等
水
兵
が
同
一
九
シ
リ
ン
グ
、
陸
者
が
同
一
八

シ
リ
ン
グ
だ
っ
た
が
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
王
立
海
軍
病
院
へ
の
積
立
金
等

が
控
除
さ
れ
る
た
め
、
実
質
的
な
受
給
額
は
そ
れ
ぞ
れ
二
二
シ
リ
ン

グ
六
ペ
ン
ス
、
一
七
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
、
一
六
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン

ス
で
あ
り
、
通
年
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
四
ポ
ン
ド
一
二
シ
リ
ン
グ
六
ペ

ン
ス
、
一
一
ポ
ン
ド
七
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
、
一
〇
ポ
ン
ド
一
一
シ

リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
だ
っ
た
。（Rodger, p. （（（.

）
一
方
、
キ
ー
ル
メ

ン
は
一
年
間
に
少
な
く
と
も
四
〇
ポ
ン
ド
は
稼
い
で
い
る
と
の
報
告

が
あ
る
。（M

cCord &
 Brew

ster, p. （（（.

）

（
（（
）
海
軍
へ
の
入
隊
を
促
す
た
め
の
奨
励
金
で
、
志
願
し
た
場
合
に
受

給
で
き
る
。
一
等
水
兵
は
五
ポ
ン
ド
、
二
等
水
兵
は
二
ポ
ン
ド
一
〇

シ
リ
ン
グ
、
陸
者
は
一
ポ
ン
ド
一
〇
シ
リ
ン
グ
だ
っ
た
。（D

ancy, 

p. （（.

）

（
（（
）T

he N
ational A

rchives [T
N

A
], H

O
 （（/（（/（（（, （（（, T

rue 

Britain, （ February （（（（.
（
（（
）T

he M
orning Post, （ February （（（（.

（
（（
）T

N
A

, H
O

 （（/（（/（（（.

（
（（
）
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ウ
ス
は
、
水
先
案
内
人
の
訓
練
・
任
命
す
る
権

限
、
船
体
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
「
重
し
」
と
な
る
バ
ラ
ス
ト
（
底



ブ
リ
テ
ン
海
軍
に
お
け
る
強
制
徴
募
を
め
ぐ
る
政
治
文
化

九
七

荷
）
を
扱
う
特
権
、
航
路
標
識
を
設
置
・
管
理
す
る
特
権
を
有
し

て
お
り
、
港
や
海
運
業
と
密
接
に
か
か
わ
る
組
織
だ
っ
た
。（
林
田

敏
子
「
港
―
―
「
繁
栄
」
の
光
と
影
―
―
」
金
澤
編
、
一
〇
九
頁
、

一
〇
二
～
一
二
四
頁
）

（
（1
）T

N
A

, H
O

 （（/（（/（（（.

（
（（
）T

N
A

, H
O

（（/（（/（（（.

（
（（
）T

N
A

, H
O

 （（/（（/（（（.

（
（（
）T

he T
im

es, （（ February （（（（.

（
（（
）T

N
A

, H
O

 （（/（（/（（（.

（
（（
）T

N
A

, H
O

 （（/（（/（（1.

（
（（
）T

N
A

, H
O

 （（/（（/（（（.

（
（（
）Journals of the H

ouse of C
om

m
ons, vol. （（, p. （（（.

（
（（
）T

N
A

, H
O

 （（/（（/（（（.

（
（（
）T

he Sun, （（ M
arch （（（（.

（
（1
）T

N
A

, H
O

 （（/（（/（（.

（
（（
）
水
兵
反
乱
に
つ
い
て
は
、A

nn V
eronica C

oats &
 Philip 

M
acD

ougall (eds.) T
he N

aval M
utinies of 1797: U

nity and 

Perseverance (W
oodbridge, （1（（).

（
（（
）C

. P. Lew
is &

 A
. T

. T
hacker (eds.) A

 H
istory of the 

C
ounty of Chester, Vol. （ (London, （11（).

（
（（
）T

N
A

, H
O

 （（/（（, ff. （（（-（（（.

（
（（
）
義
勇
軍
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
戦
争
の
開
戦
初
期
に
、
フ
ラ
ン
ス
に

よ
る
侵
攻
に
備
え
る
た
め
に
、
ブ
リ
テ
ン
の
海
岸
沿
い
に
設
立
さ
れ

た
組
織
で
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
開
戦
直
前
に
再
び
組
織
さ
れ

た
。（Em

sley, p. （（, p.（（.)

（
（（
）T

N
A

, H
O

 （（/（（/（（., T
N

A
, H

O
 （（/（（, ff. （（（-（（（ &

 ff. （（1-

（（（., T
he M

orning Post, （（ January （（1（.

（
（（
）C

obbettʼs W
eekly Political R

egister, （（ January （（1（.　

コ
ベ
ッ
ト
が
心
配
す
る
よ
う
な
義
勇
軍
に
よ
る
強
制
徴
募
暴
動
は
、

新
聞
記
事
を
検
索
す
る
限
り
発
生
し
て
い
な
い
が
、
一
八
〇
六
年
四

月
に
ノ
ー
ス
シ
ー
ル
ズ
で
似
た
よ
う
な
事
件
が
あ
っ
た
。
サ
セ
ッ
ク

ス
連
隊
が
、
強
制
徴
募
さ
れ
た
兵
士
を
救
出
し
、
裁
判
に
か
け
ら

れ
た
も
の
の
、
無
罪
で
あ
っ
た
。(T

he L
ancaster G

azette and 

G
eneral A

dvertiser, for L
ancashire, W

estm
orland, &

c., （ 

A
pril （（1（.)

（
（（
）W

. E
. M

inchinton, ʻBristol-M
etropolis of the W

est in 

the Eighteenth Centuryʼ, in Peter Clark (ed.) T
he E

arly 

M
odern T

ow
n (N

ew
 York, （（（（), pp. （（（-（（（.

（
（（
）W

. E. M
inchinton, T

he Port of Bristol in the E
ighteenth 

C
entury (Bristol, （（（（), pp. （（（-（（（.

（
（（
）Patrick M

cGrath, T
he M

erchant Venturers of Bristol 

(Bristol, （（（（), pp. （1（-（（（, （（1-（（（.

（
（1
）Rodger (（11（), pp. （（（-（（（.

（
（（
）D

avid Syrett &
 R

.L. D
iN

ardo (eds.), T
he C

om
m

issioned 



史
観
第
一
七
五
冊

九
八

Sea O
fficers of the R

oyal N
avy, 1660-1815 (A

ldershot, 

（（（（). 

海
尉
に
昇
進
し
た
年
齢
を
最
年
少
の
一
九
歳
だ
と
仮
定
す
る

と
、
徴
募
海
佐
に
任
命
さ
れ
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
三
四
年
、
二
一

年
、
二
五
年
、
三
一
年
が
経
過
し
て
い
る
。

（
（（
）N

icholas Rogers (ed.) M
anning the R

oyal N
avy in Bristol: 

Liberty, Im
pressm

ent and the State, 1739-1815 (Bristol, 

（1（（).

（
（（
）（（（, （（（ in Rogers (（1（（). 

引
用
し
た
史
料
に
つ
い
て
は
、『
ブ

リ
ス
ト
ル
に
お
け
る
海
軍
へ
の
人
員
徴
集
』
内
で
付
さ
れ
て
い
る
通

し
番
号
を
記
載
す
る
。

（
（（
）（（1, （（（ in Rogers (（1（（).

（
（（
）（（（, （（（ in Rogers (（1（（).

（
（（
）Rogers (（11（), p. （（.

（
（（
）（（（, （（（, （（（, （（（ in Rogers (（1（（).

（
（（
）（（（, （（（, （（（, （（（, （（（ in Rogers (（1（（).

（
（（
）（（（ in Rogers (（1（（).

（
（1
）（1（, （（（, （（（, （（（ in Rogers (（1（（).

（
（（
）
救
貧
法
に
つ
い
て
は
、Anthony Brundage, T

he E
nglish Poor 

L
aw

s, 1700-1930 (H
oundm

ills, （11（)

を
参
照
。

（
（（
）
ブ
リ
ス
ト
ル
救
貧
社
に
つ
い
て
は
、E

. E
. B

utcher, B
ristol 

C
orporation of the Poor, 1696-1898 (Bristol, （（（（)

と
坂
下

史
、「
名
誉
革
命
体
制
下
の
地
方
都
市
エ
リ
ー
ト
：
ブ
リ
ス
ト
ル
に

お
け
る
モ
ラ
ル
・
リ
フ
ォ
ー
ム
運
動
か
ら
」『
史
學
雜
誌
』第
一
〇
六

編
、
第
一
二
号
（
一
九
九
七
年
）、
二
〇
六
七
～
二
一
〇
〇
頁
。

（
（（
）Em

sley, pp. （（-（1.

（
（（
）
残
さ
れ
た
家
族
は
、
救
貧
に
頼
る
か
、
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら

チ
ャ
リ
テ
ィ
に
す
が
る
し
か
な
か
っ
た
。
残
さ
れ
た
妻
は
最
悪
の

場
合
、
物
乞
い
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
水
夫
の
妻
と
貧
困
に
つ

い
て
は
、M

argarette Lincoln, N
aval W

ives &
 M

istresses 

(Stroud, （1（（), pp. （（（-（（（.

（
（（
）（（（, （（（, （（（ in Rogers (（1（（).

（
（（
）（（（, （（（ in Rogers (（1（（).

（
（（
）（（（, （（（, （（（, （（（ in Rogers (（1（（).

（
（（
）（（（ in Rogers (（1（（). 

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
す
る
ブ
リ
テ

ン
海
軍
の
対
応
は
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
ー
の

海
戦
に
お
い
て
、
ネ
ル
ソ
ン
提
督
坐
乗
の
旗
艦
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
に

フ
ラ
ン
ス
人
が
水
兵
と
し
て
乗
艦
し
て
い
た
。（Lew

is, p. （（（.

）

（
（（
）（（（, （（（ in Rogers (（1（（).

（
（1
）（（（ in Rogers (（1（（).

（
（（
）（（（, （（（, （（（ in Rogers (（1（（).


